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序     文 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）は、2006 年 11 月のネパール政府とマオイス

トとの包括的和平協定の合意までの約 20 年にわたり内戦状態にありました。2008 年 5 月には、王制

から連邦民主共和制へ移行、その後に 2015 年 9 月に新憲法が公布され、和平プロセスは着実に進展

してきました。2017 年には 20 年ぶりの地方選挙、そして州及び連邦議会選挙が実施され、新憲法で

規定されている連邦制の導入が着実に進んでいます。 

一方で、政治的・社会的環境の変化のなかで、コミュニティ内におけるもめごとが政党間の対立に

発展してしまうようなケースも報告されるようになってきています。このような課題に取り組むた

め、JICA は 2010 年 1 月より「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト」を開始し、コミ

ュニティ調停実施能力向上を目的とした支援をパイロット 2 郡（シンズリ郡及びマホタリ郡）で実施

しました。「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクトフェーズ 2」は、地方開発における

コミュニティ調停の重要性を認識した連邦・地方開発省（MoFALD）が、コミュニティ調停を公共サ

ービスと位置づけ、全国的に普及していくために必要な基盤を整備し、住民が利用しやすいサービス

の提供に貢献することをめざしています。 

今般、協力終了まで 9 カ月を残すこととなり、プロジェクト活動の進捗状況と成果、教訓・提言を

ネパール側と共同で確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業

の実施にあたっての教訓を導くことを目的に、終了時評価調査団を 2017 年 8 月 25 日から 9 月 15 日

まで派遣しました。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力実施にあたっ

て、関係方面に広く活用されることを願っております。 

ここに調査団関係者各位をはじめ、調査にご協力いただいた関係各機関の方々に深く謝意を表す

るとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 29 年 10 月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
  ネパール事務所長 佐久間 潤 
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CDO Chief District Officer 郡調整委員会長官 

CM Community Mediation コミュニティ調停 

CMC Community Mediation Center コミュニティ調停センター 

CMS Community Mediators' Society （現地 NGO） 

COMCAP 
The Strengthening Community Mediation Capacity 
for Peaceful and Harmonious Society Project 

コミュニティ内における調停能力

強化プロジェクト 

COMCAP II 
The Strengthening Community Mediation Capacity 
for Peaceful and Harmonious Society Project Phase 
II 

コミュニティ内における調停能力

強化プロジェクトフェーズ 2 

C/P Counterpart カウンターパート 

DCC District Coordination Committee 郡調整委員会 

GESI Gender Equality and Social Inclusion ジェンダー平等と社会的包摂 

GF Governance Facility （現地 NGO） 

IEC Information, Education and Communication 情報教育とコミュニケーション 

IGD Institute of Governance and Development （現地 NGO） 

JC Judicial Committee 司法委員会 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

LDO Local Development Officer 地方開発官 

LDTA Local Development Training Academy 地方開発研修アカデミー 
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Local Governance and Community Development 
Programme 

地方ガバナンス・コミュニティ開

発プログラム 
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Local Governance and Community Development 
Programme II 

地方ガバナンス・コミュニティ開

発プログラム・フェーズ II 

MM Man Month 人月 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MoF Ministry of Finance 財務省 

MoFALD Ministry of Federal Affairs and Local Development 連邦・地方開発省 

MoLJPA Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 法務・司法・国会省 

MoPR Ministry of Peace and Reconstruction 平和復興省 

MoWCSW Ministry of Women, Children and Social Welfare 女性・子ども・社会福祉省 

MTOT Master Training of Trainers マスタートレーナー研修 

NCC National Coordination Committee 国家調整委員会 



PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス 

PO Planning Officer 計画担当官 

SDO Social Development Officer 社会開発担当官 

SM&NGO Social Mobilization and NGO Coordination Section 
ソーシャル・モビライゼーション

NGO 調整課 

SNGP Sub National Governance Programme － 

SUSS Service for the Underprivileged Section of Society （現地 NGO） 

TAF The Asia Foundation アジア財団 

TOT Training of Trainers トレーナー研修 

TSNGP Transition to Sub National Governance Programme － 

USAID 
United States Agency for International 
Development 

アメリカ国際開発庁 

VDC Village Development Committee 村落開発委員会 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 
国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト

フェーズ 2 終了時評価調査 

分野：平和構築 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ネパール事務所 協力金額（評価時点）：約 3 億円 

協力期間：2014 年 11 月～2018 年

5 月（3 年 7 カ月間） 
先方関係機関：連邦・地方開発省（MoFALD） 
日本側協力機関： 

他の関連協力 
１－１ 協力の背景と概要 
（1）当該国における民主化プロセス支援及びガバナンス・セクターの開発実績（現状）と課題 
  ネパールでは、民主化プロセスの過程で異なった文化や社会的規範が尊重されることでこれ

までの「共通の価値観」等の共有が困難になり、また伝統的な紛争処理方法が機能しなくなる

などの状況により、住民間の些細なもめごと（金銭の貸し借り、名誉毀損、土地・水利用をめ

ぐる争いなど）が頻発しており、ときとして政党間の対立にまで発展する状況も散見される。

こうした状況のなか、地域のコミュニティ・レベルにおいて争議者双方の受入によって住民か

ら選出された第三者（調停人）が双方の合意形成の手助けを行う紛争解決方法（コミュニティ

調停）の確立が急務となり、JICA は 2010 年 1 月より本事業の先行案件「コミュニティ内にお

ける調停能力強化プロジェクト（COMCAP）」を開始した。本案件ではパイロット 2 郡（シン

ズリ郡及びマホタリ郡）の 20 村を対象にコミュニティ調停の実施能力向上を図っており、こ

れまでに 18 名が調停人講師となるためのトレーナー研修（TOT）を受講し、557 名が調停人研

修を修了した。また、全 20 村で合計 451 件の紛争事案が登録され、そのうち 78％にあたる 351
件で和解が成立するなど（2014 年 7 月現在）、コミュニティ・レベルでの調停人育成及び紛争

解決には一定の成果を残した。しかし、これまでネパール政府は長らくコミュニティ調停を国

の制度として確立・普及するまでに至らず、現時点でコミュニティ調停を導入しているのは全

国 75 郡中 31 郡にとどまり、また 31 郡においても村レベルでのカバー率は 28.23％（2014 年 2
月現在）と著しく低い。このような状況において、同案件の成果を評価したネパール政府は、

コミュニティ・レベルでの紛争管理能力向上は今後の地方開発において重要であり、コミュニ

ティ調停を国家の社会的サービスと位置づけ、同案件の成果を全国的に拡大していくことが課

題であるとし、わが国に「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクトフェーズ 2
（COMCAP Ⅱ）」の実施を要請した。本案件は、MoFALD が実施するコミュニティ調停サービ

スの全国的普及を行うことにより、MoFALD がコミュニティ調停サービスを全国に普及するた

めに必要な基盤整備を図り、国民がアクセスしやすいサービスの提供に寄与することを目的と

している。 
 
（2）当該国における民主化プロセス支援を含む平和構築及びガバナンス・セクターの開発政策と

本事業の位置づけ 
  MoFALD は地方行政分野のセクター開発政策に位置づけられる地方ガバナンス・コミュニテ
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ィ開発プログラム・フェーズ 2（LGCDP Ⅱ：2013/14～2016/17 年度）において、コミュニティ

調停の全国展開を目標の一つとして掲げている。また、MoFALD は調停評議会や司法省、NGO
との合同会議を 2014 年 7 月に開催し、その際に発表された『ナガルコット宣言』により MoFALD
がコミュニティ調停に係る調整、研修計画・実施・評価等を主導することが明記されている。 

 
１－２ 協力内容 
（1）上位目標 
  MoFALD が全国で実施するコミュニティ調停サービスに対し全国の地域住民のアクセス

が可能となる。 
 
（2）プロジェクト目標 
  コミュニティ調停の全国普及のための能力及び仕組みが強化される。 
 
（3）成果 
成果 1：全国で実施されているコミュニティ調停を中心とする紛争管理の実施状況が調査さ

れ、分析される。 
成果 2：コミュニティ調停の全国展開のための政策及びロードマップが作成される。 
成果 3：コミュニティ調停に関する管理、事務能力が研修を通じて向上する。 
成果 4：コミュニティ調停センターが設置され、コミュニティ調停を中心とした紛争管理、運

営が適切に機能し続ける。 
成果 5：ドナー、NGO 等、調停に関係する組織間の調整メカニズム（ステークホルダーミーテ

ィングなど）が強化される。 
成果 6：コミュニティ調停がコミュニティ・レベルの効果的な紛争解決手段として地域住民に

認識される。 
 

（4）投入（評価時点） 
  〈日本側〉・専門家派遣 7 名 

・資機材 
  〈相手国側〉・カウンターパート（C/P）配置 10 名 
２．評価調査団の概要 

調
査
者 

殿川 広康 団長/総括 JICA ネパール事務所 次長 

土肥 優子 平和構築 JICA 国際協力専門員 

福永 美佐 評価企画 1 JICA ネパール事務所 企画調査員 

小森 剛 評価企画 2 JICA 経済基盤・平和構築部 平和構築・復興支援室 

Mr. Nama Raj Adhikari 評価企画 3 JICA ネパール事務所 Assistant Programme Manager 

五味 剛史 評価分析 三井共同建設コンサルタント株式会社 

調査期間：2017 年 8 月 25 日～9 月 15 日 評価種類：終了時評価 



 

iii 

３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 
（1）プロジェクト目標 
  地方自治体の再編前に検討されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）指標はお

おむね達成されている、また達成の見込みである。しかしながら、連邦制への移行及び地方自

治体の再編成が進行中であることから、現在の目標達成度を判断することは困難であり時期尚

早である。 
  指標 1 に関しては、1,000 件の目標のうち 984 件の紛争事案がコミュニティ調停センターに

登録された。指標 2 に関しては、2017 年 1 月現在、MoFALD はコミュニティ調停のデータをウ

ェブベースレポーティングシステム（Web Based Reporting System）に統合し、75 の郡調整委員

会（DCC）がオンライン上で報告できるシステムを構築する過程であったが、実際の運用開始

には至っていない。また、地方行政の再編成が進行するなかで、モニタリング&評価及び報告

システム（レポーティング）における MoFALD と地方政府の役割が明確に確立されていない。

指標 3 に関しては、ベースラインデータ（5,999 件）と比較して、5 つのパイロット郡における

コミュニティ調停センターへの紛争事案登録数は 8,532 件（42％増）に増加した。指標 4 のロ

ードマップの策定に関しては、MoFALD に策定したいとの意向はあるものの、連邦制及び地方

自治体の再編成に伴い、地方政府の役割が明確に確立されておらず、作成自体には至っていな

い。今後、更なる議論が必要になっている。 
【指標】 

1. ネパールのコミュニティ調停センターで 1,000 のコミュニティ調停が実施される。 
2. パイロットローカルレベルから MoFALD へ定期的に報告される。 
3. コミュニティ調停を実施している郡でコミュニティ調停センターに登録される件数が増え

る。 
4. ロードマップが MoFALD によって策定され、承認される。 

 
（2）上位目標の達成状況 
  地方自治体の再編成前に想定していた PDM 指標は達成されている。しかしながら、連邦制

への移行及び地方自治体の再編成が進むなか、現時点ではコミュニティ調停サービスの全国展

開に向けた達成度を評価することは時期尚早である。しかしながら、MoFALD は、コミュニテ

ィ調停に対する理解を深めるためのオリエンテーションを積極的に行っており、行政側の理解

が進めば目標達成の可能性は高い。 
【指標】 

1. ネパールにおいてコミュニティ調停センターへ登録される紛争事案件数が増える。 
2. コミュニティ調停を実施するコミュニティ調停センターの数が増える。 

 
（3）成果 
 成果 1：指標 1.1 に関しては、ベースライン調査報告書が作成され、2016 年 4 月に提出された。

指標 1.2 のコミュニティ調停センターのマッピング（2016 Version）については 2017 年 1 月に

作成され、MoFALD、LGCDP II、その他関係者に配布された。一方で、地方行政再編に伴う行
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政区画の大幅な改編により、本プロジェクトの優先的普及地域 5 郡（モラン・ダヌーシャ・タ

ナフ・マホタリ・シンズリ郡）については再調査を行い、新旧の行政区画の比較を含むマッピ

ングが作成された。指標 1.3 に関しては、COMCAP 対象地域や他の NGO から得た成功事例及

び教訓を集めたハンドブックの作成が進んでいる。指標 1.4 のエンドライン調査についてはい

まだ実施されていない。よって、エンドライン調査（指標 1.4）以外の PDM 指標は達成されて

いる。 
【指標】 

1.1 ベースライン調査が実施される。 
1.2 コミュニティ調停センターのマッピングが作成される。 
1.3 成功事例と教訓を取りまとめたハンドブックが作成される。 
1.4 エンドライン調査が実施される。 

 
 成果 2：指標 2.1 に関して、プロジェクトは「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」

の作成支援を行ってきたが、「地方自治法」案の修正に伴い、「コミュニティ調停実施手続き（ガ

イドライン）」においても修正が必要である。また、国会で「地方自治法」が制定後、「コミュ

ニティ調停実施手続き（ガイドライン）」と「コミュニティ調停モデル法案」が MoFALD によ

って承認される予定である。その後、MoFALD はロードマップ（アクションプラン）を作成す

る意向を示しているが、詳細は不明である。よって、指標 2.2～2.6 は未達成であるため更なる

議論が必要である。 
  指標 2.7 のモニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシステム）に関しては、連

邦制への移行及び地方自治体再編成前のシステム〔村落開発委員会（VDC）→ DCC → MoFALD〕

を想定して活動し、自治体がもつ既存のレポーティングシステム及び雛形に組み込むことによ

って機能させる方向で準備し、ガイドラインの配布とともに開始させる予定であった。しかし

ながら、地方行政の再編成が進行するなかで、モニタリング&評価及び報告システムにおける

MoFALD の役割や、レポーティングの流れ、地方政府の役割が明確に確立されていない。よっ

て、連邦制移行期におけるモニタリング&評価及び報告システムに関しては慎重に見極めなが

ら、的確なモニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシステム）の体制を中央レ

ベルでも検討・提案する必要がある。 
【指標】 

2.1 コミュニティ調停政策が策定・実施される。 
2.2 ロードマップが MoFALD 及び他のステークホルダーと共に策定される。 
2.3 地方の優先順位が特定される。 
2.4 普及のためのタイムラインが計画される。 
2.5 普及のための責任機関が特定される。 
2.6 全てのステークホルダーがロードマップを理解する。 
2.7 モニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシステム）が異なるレベルの政府機

構で確立される。 
 
 成果 3：指標 3.1 以外はすべて達成された。指標 3.1 に関しては、90 名のうち 74 名の郡行政官
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が研修を受講し、指標の達成度は約 82％であった。地方自治体の再編前に検討された PDM 指

標はおおむね達成されている、また達成の見込みである。その一方で、連邦制への移行及び地

方自治体の再編成が進むなか、新設された行政区（Ward）・市（Municipality）の事務所や新しい

地方行政官の人事制度の決定、配置が遅れているため、現在は既存の地方行政官を臨時的に配

置するという措置が講じられており、多くの地方行政官のポストが空席あるいは複数ポストの

兼務状態となっている。そのため、新しく配置される行政官や地方政府代表者（選挙で選出さ

れた首長・副首長・議員、司法委員会の構成員）に対するコミュニティ調停に関するオリエン

テーションや研修等の人材育成が必要であり、引き続き活動を継続させていくことが重要にな

る。そのために、対象者の特定、議員・地方行政官向けのオリエンテーション資料や研修マニ

ュアルも改訂する必要がある。 
【指標】 

3.1 90 名の郡行政官が研修を受ける。 
3.2 中央レベルの人材に対する研修が実施される。 
3.3 研修教材の開発及び改訂が行われる。 
3.4 第三国研修が実施される。 
3.5 他郡におけるコミュニティ調停活動を視察する。 

 
 成果 4：指標 4.1 に関しては、10 カ所のコミュニティ調停センターの設立目標に対し、九つを

設立させ、指標はおおむね達成されつつあった。残る一つ（Rangeli Nagarparka）については VDC
の合併があり、設立に向けた調整が進められてきたが、連邦制移行が開始され設置場所も含め

設立のめどが立たなくなっている。また、プロジェクトで開設したコミュニティ調停センター

は VDC 事務所内に設置されていたため、行政区分の再編により VDC が分断され、VDC 事務

所に設置されていたコミュニティ調停センターも分断・統合されることになり、コミュニティ

調停センターが物理的にないという行政区が多数存在している。また、多くの地方行政官のポ

ストが空席あるいは複数ポストの兼務状態となっている。 
  また、指標 4.2～4.4 に関しては連邦制への移行及び地方自治体再編成前の体制ではおおむね

達成されていた。しかしながら、モニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシス

テム）については、コミュニティ調停センターから郡へ報告、郡がコミュニティ調停センター

の活動をモニタリングすることを想定し仕組みが提案されていた。しかしながら、連邦制への

移行及び地方自治体の再編成が進む状況で、モニタリング&評価及び報告システム（レポーテ

ィングシステム）に関しては慎重に見極めつつ、地方行政レベルで必要なモニタリング&評価

及び報告システム（レポーティングシステム）の体制を検証することが重要になる。 
【指標】 

4.1 パイロットローカルレベル（9 つの共同区と１つの市）に 10 のコミュニティ調停センターが

設立される。 
4.2 パイロットローカルレベルのコミュニティ調停センターが報告を定期的に行う。 
4.3 コミュニティ調停センターのマッピングが少なくとも年１回は更新される。 
4.4 定期的なモニタリング&評価及び報告（レポーティング）がパイロットローカルレベルで実

施される。 
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 成果 5：指標 5.1 は調停に関係する組織間の調整メカニズム構築のためにステークホルダーミ

ーティングなどが定期的に開催されている。反対に、指標 5.2 のコミュニティ調停理解促進の

ための調停評議会及び中央レベルに対するセミナーは「コミュニティ調停実施手続き（ガイド

ライン）」の承認後に開催される予定である。 
【指標】 

5.1 調整のためのネットワークが確立され、ステークホルダーミーティングなどの調整会議が定

期的に開催される。 
5.2 コミュニティ調停理解促進のために調停評議会及び中央レベルに対するセミナーがステー

クホルダーミーティングと共に開催される。 
 

 成果 6：指標 6.1 に関して、紛争登録件数がベースラインから 42％増加しており目標は達成さ

れている。指標 6.2 はニュースレター、プロジェクトブロシュアー、コミュニティ調停に関す

る動画、ポケットカレンダーが作成され、またプロジェクト対象地域に配布されているため目

標は達成している。しかしながら、連邦制への移行及び地方自治体再編成が進んでおり、コミ

ュニティ調停センターが存在しない行政区もあることから、人々のコミュニティ調停に対する

意識を高めるためのビデオやストリートドラマなどを通じた普及活動は引き続き重要である。 
【指標】 

6.1 コミュニティ調停センターに登録された件数（パイロットローカルレベル）がベースライン

データから 15％増加する。 
6.2 情報教育とコミュニケーション（IEC）資料の作成と配布。 

 
３－２ 実施プロセス 
貢献要因としては、①MoFALD がコミュニティ調停実施・促進に対する確固たるオーナーシッ

プをもっており、今後 MoFALD がコミュニティ調停の全国普及を主導していくという方針を明確

にしていること、②「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」に関する会議の開催支援等

を通じて、コミュニティ調停関係者間のネットワーク構築を支援していること、③本プロジェクト

が調停関連データ管理を主体とした IT 整備支援を行うことで、コミュニティ調停事務局の設立と

今後の自立発展的な運営をサポートしていることが挙げられる。 
阻害要因としては、国内での燃料不足におけるベースライン調査及び研修等の活動の遅延、地方

選挙及び地方行政の再編成が挙げられる。 
 
３－３ 評価 5 項目による分析 
（1）妥当性：高い 

【ネパールの国家開発計画及び関連政策との整合性】 
ネパール政府は、「早急かつ簡易な方法で紛争を解決し、紛争解決のプロセスの費用負担を軽

減し、一般市民の司法へのアクセスが向上し、さらに一般市民の利益と簡便性を維持する」こと

を目的として「調停法（2011 年）」及び「調停法細則」を 2014 年 4 月に制定し、同年 5 月には

調停法の規定に基づいて調停評議会を設立している。また MoFALD は調停評議会や司法省、NGO
との合同会議を 2014 年 7 月に開催し、その際に発表された『ナガルコット宣言』により MoFALD
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によるコミュニティ調停の主導的な実施が明確化されている。そして、2015 年 9 月に公布され

た新憲法においても、紛争の解決策としてコミュニティ調停が記載されている。よって、プロジ

ェクトの優先度・必要性は高い。 
 
【日本の対 ODA 援助政策との整合性】 
わが国は「対ネパール連邦民主共和国：国別開発協力方針」（2016 年 9 月）において、四つの

重点分野のうちの一つとして「ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」を掲げ、「対ネ

パール連邦民主共和国事業展開計画」（2016 年 9 月）において協力プログラム「民主化プロセス

の促進プログラム」を設定し、移行期にある連邦民主共和制を進めるため、ガバナンス能力向上・

コミュニティの能力強化及び人材育成・法整備支援及び選挙支援等を通じてその基盤となる制

度づくりを支援している。したがって、プロジェクト実施の整合性はある。 
 

【アプローチ】 
地方政府の行政サービスとして、コミュニティ調停を取り扱うアプローチは司法制度へのア

クセスが制限されている、孤立した・不利な立場にあるコミュニティにとって紛争解決へのアク

セスを促進させてきた。 
 
（2）有効性：やや高い 
  連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進むなかで取り組むべき活動などが残されている

ので、有効性を現時点で評価することは難しい、あるいは時期尚早である。しかしながら、連

邦制への移行や地方自治体の再編成前に想定して PDM 指標を作成したことから、連邦制の着

実な実施により各行政機関の役割が明確になり、また再編された期間による決定等が進むこと

が想定されるため、指標の達成及び達成の見込みがあり（ロードマップの作成を除く）、有効性

はやや高いと評価できる。 
 
【外部条件の変更による影響】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進むなか、新設された行政区及び市の事務所、新し

い地方行政官の人事制度の決定及び配置が遅れているため、現在は既存の地方行政官を臨時的

に配置するという措置が講じられており、多くの地方行政官のポストが空席あるいは複数ポス

トの兼務状態となっている。また、地方政府の役割が明確に確立されておらず、地方行政制度の

変革に伴い、コミュニティ調停のための予算措置も変化している。これまでは MoFALD が予算

管理して DCC から VDC レベルに直接配分することができた。一方で、連邦制度への移行と地

方政府の再編後は各地方自治体が直接予算を配分することになる。つまり予算の決定は地方自

治体に委任されることになり、コミュニティ調停に関する予算措置に関しては地方自治体の承

認が必要になる。 
 

（3）効率性：中程度 
  本プロジェクトに対する日本側・ネパール側の投入は、以下に記載された阻害要因が発生し

た期間においては、計画通りの執行が困難であった。状況が改善され、ネパール国内の情勢に
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合わせて調整を行ってきた結果、量や質とも現状を反映して適正な活用がなされていた。しか

し、政治状況が不安定ななか、投入のタイミングは外的要因によるところが大きく、投入され

た資源が投入量に見合う成果に結びついているとはいえない。 
  地方行政再編及び地方選挙による影響を合わせると、プロジェクトは実質 1 年にもわたる期

間に及んで、特に地方における活動が制限されていた。これらの阻害要因への対策に関してプ

ロジェクトは MoFALD のコミュニティ調停実施に関わる高いオーナーシップを促進させるた

め MoFALD と協議を進め、代替案の策定、（「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」

の正式承認に先立った）「地方自治法」案及び「コミュニティ調停モデル法」案の策定支援、地

方選出議員に対する研修の準備、行政改編後の調停データ管理に関わる現状把握ワークショッ

プの開催等）、先を見越した対策の準備を講じてきている。 
 

【阻害要因：国境封鎖】 
ネパールでは 2015 年 9 月に新憲法が制定されたが、憲法の内容に反対するタライ地方の一部

マデシ勢力により激しい反対運動が起こり、これに付随してインド国境が事実上封鎖され、ネパ

ール全国で燃料や物資が極度に不足した。そのため、プロジェクトのベースライン調査は 31 郡

での聞き取り調査を予定していたが、現地での聞き取り調査が物理的に不可能な状態となった

ので、電話聞き取りや 2 次データの収集に変更して対応した。再委託をした NGO は現地でのネ

ットワークを活用してできる限りデータを集めることができたものの、すべてのデータを集め

ることができなかった。しかしながら、2016 年 3 月以降に国内での燃料供給が回復して以来、

それまでの活動の遅延を取り戻すべく、2016 年 3 月に第三国研修・マスタートレーナー研修

（MTOT）の実施、ベースライン調査の完了など、プロジェクト全体の活動は順調に進捗し始め

た。 
 

【阻害要因：地方選挙及び地方行政再編による影響】 
2017 年 5 月と 6 月に実施が発表された地方選挙準備のため、MoFALD から 2017 年 3 月以降

の地方におけるプロジェクト活動の休止要請があった。そのため、計画中であったモラン郡

Rangeli Municipality の調停研修が延期されている。さらに、ネパールガンジでの 17 郡での社会

開発担当官（SDO）に対するオリエンテーションは、地方公務員のストライキや地方選挙準備の

ために延期になっている。また、LGCDP II の地方での活動も休止となり、SDO へのオリエンテ

ーションを実施した郡で、コミュニティ調停基礎研修の実施を休止した郡も多々存在する。 
地方行政再編の影響については、2016 年 6 月に第 1 回 JCC が実施されたあと、ネパールの地

方行政再編や地方選挙の実施等の一連の動きに合わせ、PDM と本プロジェクトの活動の見直し

を繰り返し行ってきた。また、2017 年 8 月に開催された第 2 回 JCC において、新行政区及び地

方行政システムの変化に対応した内容の PDM へ正式に改訂を行うことで対応した。 
 

【貢献要因：プロジェクト運営上における工夫】 
MoFALD と緊密に連絡・確認を取ったうえで、「コミュニティ調停支援状況マッピング」や各

種研修教材等、プロジェクトの成果品をタイムリーに製本・出版し、関係者に配布することで、

コミュニティ調停関係者の間での「MoFALD/COMCAP II の成果品」の認知を高め、事実上の標
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準規格として認知してもらうことを図っている。また、移行期・過渡期における段階的なコミュ

ニティ調停の全国普及シナリオの提示・試行を検討している。 
 

（4）インパクト：判断は困難である 
  連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行中であることから、現時点において上位目標

の達成見込みについては、現行の指標からみる限り判断することは困難であり、長期的なイン

パクトについてもその発現を推定するのは時期尚早と考えられる。しかしながら、上位目標の

達成に向けた中央政府レベル及びコミュニティ・レベルでは正のインパクトが確認された。 
 
【中央政府レベル】 
政策・法律の整備面でインパクトが発現している。COMCAP フェーズ１の実施過程で、

MoFALD は地方開発にコミュニティ調停が有用であると認識し、LGCDP にコミュニティ調停を

組み込んだ。また、コミュニティ調停の制度化のためにプロジェクトが支援し、MoFALD が作成

した「地方自治法（2017 年）」案、「コミュニティ調停モデル法」案及び「コミュニティ調停実施

手続き（ガイドライン）」案は、地方政府がコミュニティ調停を実施するための基礎となる法案

やガイドラインである。よって、コミュニティ調停がネパール政府の政策・法律・制度面での位

置づけが明確にできていることを意味し、プロジェクトがもたらした正のインパクトである。 
 

【プロジェクト実施によるコミュニティへのプラスの影響】 
プロジェクト対象地域においてコミュニティ調停活動を実施する前は、紛争事案の一方が勝

者（Win）、一方が敗者（Lose）という構造になっており、敗者の感情としては納得していないの

で、同じような紛争が再び起こる傾向が強かった。コミュニティ調停は、コミュニティの構成員

から選定された調停人による紛争当事者間の合意形成を支援するため、紛争事案を Win-Win の

関係で解決することが期待できる。そのため、両者の人間関係が再構築され再び同じような紛争

が繰り返されることを防ぐ効果がある。また、紛争の内容が軽微なうちに解決されるので、大き

な問題へと発展することがなくなった。その結果、コミュニティに話し合いで解決するという雰

囲気が生まれ人々の融和や平和的な環境の醸成に役立っている。また、紛争事案がタイムリーに

お金をかけずに解決できることが普及の成功要因として挙げられた。 
 

（5）持続性：中程度 
【政策・制度面】 

今後、「地方自治法」が国会で制定後、フェーズ 1 から継続して支援している「コミュニティ

調停実施手続き（ガイドライン）」案が MoFALD で承認される予定である。これによりコミュニ

ティ調停の法的・制度的な位置づけ及び行財政的な手続きも明確になり、持続性が確保される見

込みである。しかしながら、コミュニティ調停を含む調停は地方政府の所管業務であり、「コミ

ュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案の採否は各地方政府に委ねられている点に留意す

る必要がある。一方で、プロジェクトの支援により調停人を育成する講師用カリキュラムが策定

され、調停評議会で承認された。これにより全国で統一されたカリキュラムを使って調停人講師

の育成が可能になるなど、制度的な持続性の見込みは高い。また、コミュニティ調停は、裁判所
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までの距離、弁護士費用を考慮するとコミュニティの住民にとって活用しやすい方法であり、

MoFALD が作成した「地方自治法」の草案は疎外された人々の司法へのアクセスを確保するた

めに、コミュニティでの紛争を行政区のコミュニティ調停センターが取り扱うこと、コミュニテ

ィ調停センターが調停できない事案に関しては各市の司法委員会（JC）へ報告されることが提案

されている。以上のような MoFALD による制度設計により、各地方政府によるガイドラインの

採択、そしてコミュニティ調停の活用促進が期待され、持続性が保たれると予測される。 
しかしながら、連邦制への移行期において、地方行政においてコミュニティ調停に係る運営体

制は確立しておらず、過渡期及び移行期後の実施体制に関して更なる検証が必要である。また、

地方行政官に対する更なる能力研修が組織の持続性を確保する際の課題として挙げられる。 
 
【財政面】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行するなか、コミュニティ調停人への研修費用

やコミュニティ調停センター建設費用等の財源は地方政府の代表者（市長・副市長・市議員）の

権限によって決まるので、彼らのコミュニティ調停に対する理解を深めることで財政面での持

続性を確保されることが期待される。移行期においては、MoFALD が主導する形でオリエンテ

ーション等を全国で実施するべく予算を確保していく予定である。ただし、自治体によってコミ

ュニティ調停センターの設置状況等が異なるため、各市への対応も異なってくる可能性に留意

する必要がある。さらに、多くのコミュニティ調停人はボランティア（無償）で活動しており、

経済的インセンティブはコミュニティ調停活動を継続的に行うための重要な課題として挙げら

れている。 
 
【組織面】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行するなか、MoFALD の役割は関連法案及び戦

略の策定、モニタリング、地方政府に対する技術移転を行うことであり、プロジェクトにおいて

技術移転されたコミュニティ調停に関する知識やノウハウは今後も活用される見込みが高い。

その一方で、プロジェクトで開設したコミュニティ調停センターは VDC 事務所内に設置されて

いたため、行政区分の再編により VDC も分断され、VDC 事務所に設置されていたコミュニティ

調停センターの責任範囲も分断・統合されることになった。そのためコミュニティ調停人は居住

しているが、コミュニティ調停センターが物理的にないという地区が多数存在している。そのた

め、コミュニティ調停センターが地域に根づくには、再度新たな行政区分ごとにコミュニティ調

停センター設置や調停人の数などの見直しが持続性を確保するうえで必要となる。 
 
【技術面】 

MoFALD は今後もコミュニティ調停の実施・普及を進めることを想定し、プロジェクトとと

もに現在準備中のコミュニティ調停の実施に関わる一連の法律を基に、長期的にプロジェクト

成果の活用を法的に担保しようとしている。つまり、MoFALD によって現在準備中のコミュニ

ティ調停の実施に関わる一連の法律が可決されれば、プロジェクト成果の持続性が法的に担保

されることに貢献する。しかしながら、コミュニティ調停を含む調停は地方政府の所管業務であ

り、「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案などの採否は各地方政府に委ねられてい
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る点に留意する必要がある。また、連邦制への移行及び地方自治体の再編成に伴い、全国で 753
に及ぶ地方政府が誕生する。よって、地方政府の市長や議員へのオリエンテーションを通じたコ

ミュニティ調停への理解促進（コミュニティ内の正のインパクト発現事例等）、地方行政官に対

する研修などを通じた技術移転と能力向上、調停人を定期的に育成していくための仕組みづく

りと実施機関が今後の課題として挙げられる。 
 
３－４ 効果発現に貢献した要因 
【MoFALD のオーナーシップ】 

2017 年 3 月以降の地方行政改編によって郡・村レベルの地方行政官の間では混乱がみられるが、

MoFALD のコミュニティ調停実施・促進に対するオーナーシップは確固たるものがあり、今後も

コミュニティ調停の全国普及を MoFALD が主導していくという方針を明確にしている。例えば、

早くから地方選挙によって選ばれた代表者に対するコミュニティ調停に関するオリエンテーショ

ンに必要性を認識し、既に 3 カ所（第 3 州、第 4 州、第 6 州：合計 560 名）を対象にコミュニティ

調停の説明を積極的に実施している。コミュニティ調停に対する正しい理解と活用の促進に貢献

するものであるが、その取り組みはまだ始まったばかりであり、具体的な成果が確認できるまでに

はもう少し時間がかかるものと考える。 
 

【調整メカニズム】 
「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案に関するコンサルテーション会議（2016 年

4 月）、調停評議会セミナー（2016 年 5 月）等の会議の開催支援を通じて、コミュニティ調停関係

者間のネットワーク構築を支援した。 
 

【モニタリングメカニズム】 
コミュニティ調停事案データベースついては、2016 年 5 月以降に MoFALD 内で今後コミュニテ

ィ調停の実施・普及に関わる業務を担当する組織として「コミュニティ調停事務局」を設置する準

備が進み、プロジェクトからも調停関連データ管理を主体とした IT 整備支援を行うことで、この

事務局の設立と今後の自立発展的な運営をサポートしている。 
 

３－５ 問題点及び問題を惹起した要因 
2017 年 3 月に地方行政再編及び地方選挙の日程が発表され、郡の地方行政官は一連の準備に対

処するため地方出張が禁止され、プロジェクトで計画していた郡行政官対象の研修の実施ができ

なくなった。成果 3 のほか、成果 4（特に調停活動のモニタリング＆評価）、成果 6（広報）に関し

ても進捗に支障が出た。 
 

３－６ 結 論 
コミュニティ調停を制度化するために、日本人専門家の支援の下で MoFALD が作成した「コミ

ュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案は地方政府がコミュニティ調停を実施するための基

礎となるものであり、 も大きな成果の一つである。「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライ

ン）」案は MoFALD が主導し、同様のプログラムを実施しているすべての開発パートナーと調整し
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て準備されたものであり、プロジェクトのフィールドレベルでの経験や教訓を基に作成された。さ

らに MoFALD は「地方自治法」案による紛争解決手段を明確にするため、「コミュニティ調停モデ

ル法案」を策定し始めた。 
本プロジェクトでは、コミュニティ調停センターにて紛争調停を扱うことのできる 97 名の調停

人を育成した。その結果、話し合い及びお互いの利益を尊重して問題を解決する雰囲気が生まれ

人々の融和や平和な環境の醸成に役立っている。そして、コミュニティ調停は地域開発活動を助長

する環境づくりに貢献している。さらに、本プロジェクトではコミュニティ調停人を育成するため

の TOT 等、コミュニティ調停人育成のための仕組みの構築に取り組んでいる。 
その一方で、連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行中であることから、終了時評価の時

点でプロジェクト目標及び上位目標の達成度を判断することは困難であり、時期尚早である。ま

た、「地方自治法」案の施行に伴う連邦制の下で、コミュニティ調停のメカニズムが機能するかは

重要課題の一つとして残されている。 
地方自治法に沿ったモデル法及びガイドラインが策定されたあと、この制度的枠組みに基づい

て内容を再整理したうえで、研修を実施していく予定である。また、再編された行政機関の役割も

考慮し、レポーティングシステム（データ管理）の再構築も必要となるため、関係者と協議する必

要がある。行政の再編及び選挙により、新たにコミュニティ調停に関わる行政関係者へのオリエン

テーションは急務となっている。これまで制度的枠組みの策定に対して助言を行ってきた本プロ

ジェクトが、活動期間を延長して制度化への貢献してくことは重要である。具体的には、MoFALD
によるオリエンテーションへの助言及び実施、データ管理体制の構築など、実施体制の強化を通し

て持続性を確保することが必要である。 
一方で地方自治法の制定など制度的枠組みが承認されなければ、活動内容の整理ができないた

め、延長決定のタイミングについては留意しなくてはならない。 
 
３－７ 提 言 
連邦制導入に伴い、MoFALD の役割は政策決定、監督、モニタリング、ファシリテーション、地

方自治体の組織育成等に限定される見込みであることから、調査団は MoFALD に対して３－７－

１から３－７－４を、JICA 及び MoFALD に対して３－７－５を提言する。 
 
３－７－１ ロードマップ（アクションプラン）の策定と共有 
今後 MoFALD が実施時期や活動などを含んだ計画を、関連機関や地方自治体、開発パートナ

ーに対して共有することは、コミュニティ調停に係る共通理解をもち、関係者が政府の政策と一

貫性のある活動によって、コミュニティ調停を拡大するうえで有益である。 
 

３－７－２ コミュニティ調停サービスの質、持続性の確保 
コミュニティ調停サービスの質及び持続性を確保し、コミュニティに平和と調和をもたらす

うえで、「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」のドラフトに以下を包含することを提

案する。 
 

（1）長期的に、LGCDP/COMCAP や他ドナーが設置したコミュニティ調停センターや今後設立
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されるコミュニティ調停センターにおける整合性を確保する（予算の仕組み、コミュニティ

調停センターの役割や地方自治体との関係性を含む）。 
 
（2）コミュニティ調停関連予算の確保と責任機関の明確化される（コミュニティ調停センター

の設置・運営費、研修費、調停人の手当を含む）。 
 
（3）調停人選定においてクライテリア、プロセス、考慮されるべき項目の改善がなされる。コ

ミュニティからの信頼がなければ調停人はその責務を担うことが難しく、同時に調停結果に

対する信用にも関わる課題となっている。したがって、調停人の選定に透明性を担保するこ

とによって、適切な人材が確保され、地域におけるコミュニティ調停の活用に貢献できる。 
 
（4）調停人育成研修のカスケード方式の仕組みが構築され責任機関が明確される。 
 
（5）新たな地方政府組織化におけるレポーティング及びモニタリングの仕組みの構築がなされ

る。 
 
３－７－３ LGCDP/TSNGP/SNGP 及びコミュニティ調停活動 

LGCDP / Transition to Sub National Governance Programme（TSNGP）/ Sub National Governance 
Programme（SNGP）は、コミュニティ調停サービスの拡大において重要な役割を担うことから、

LGCDP/TSNGP/SNGP あるいはその後継案件の継続及び同案件へのコミュニティ調停拡大に係

る活動が含まれることを提案する。 
 

３－７－４ 司法委員会のモニタリング 
MoFALD が、司法委員会が効果的かつ包摂的な調停解決を行うことを確保し、地方政府レベ

ルにおける問題解決メカニズムの弊害を防止するために同委員会の活動をモニタリングするこ

とが期待される。 
 

３－７－５ 活動及びプロジェクト延長検討に係る提案 
「地方自治法」案が可決後、プロジェクトの活動に以下を含めること及びプロジェクト期間の

延長を検討することを提案する。本提案は 終化前に両機関で更なる見当が必要である。 
 

（1）地方分権・行政再編及びコミュニティ調停サービスに対する影響に係る情報の収集・分析 
 
（2）「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」の運用に向けた支援：専門家チームは、

研修の仕組み、コミュニティ調停センターの位置づけ、モニタリング・レポーティング体制、

コミュニティ調停人の選定、予算配分体制について MoFALD に支援を行う。必要に応じて同

手続きの改定が行われる。 
 
（3）地方行政官、政治家、調停人用の教材の作成・更新：専門家チームは、MoFALD と連携し
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て、「地方自治法」「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」に基づき、オリエンテー

ション及びトレーニングに必要な教材の作成・更新を行う。 
 
（4）コミュニティ調停に係る MoFALD のアクションプラン（ロードマップ）への支援：専門家

チームは、コミュニティ調停サービスの全国展開に向けたアクションプラン（ロードマップ、

ガイドライン等の配布、オリエンテーション、地方政府の組織育成を含む）への必要な支援

を行う。専門家チームは、MoFALD が行う関連政府機関やドナー会合の支援も行う。 
 
（5）MoFALD が実施する政治家向けのオリエンテーションへ参加 
 
（6）市レベルでのコミュニティ調停モデルケース実施：専門家チームは、MoFALD 及び市がパ

イロット市においてコミュニティ調停が機能するべく、モデルケースの実施を行うことを支

援する（例：Sunkoshi G.P.）。パイロットについて、専門家は市や行政区が主導するコミュニ

ティ調停センターの設立やモニタリング・レポーティング、ソーシャルマーケティング（広

報・普及啓発活動）等の活動に対し必要な支援する。また、司法委員会とも必要な調整を行

う。 
 
（7）既存コミュニティ調停センターが存在する対象行政区における人員育成：専門家チームは、

既存のコミュニティ調停センターが存在する対象行政区において、 低 6 名のコミュニティ

調停人育成とともに、必要に応じて地方政府職員の育成を支援する。 
 
（8）ソーシャルマーケティング（広報・普及啓発活動）：専門家チームは対象行政区において、

行政区職員に対し、ソーシャルマーケティング活動及びコミュニティ調停センター活動のモ

ニタリングの強化支援を行う。 
 
（9）ベストプラクティス及び教訓：MoFALD 及び専門家チームは、対象地域におけるベストプ

ラクティス及び教訓を収集する。専門家チームは、コミュニティ調停の制度化に向け必要な

提言を行う。 
 
（10）エンドライン調査の実施 

 
３－８ 教 訓 
３－８－１ ステークホルダーとの調整 
プロジェクト期間を通じて、コミュニティ調停に関連する MoFALD や他ドナーなど多様なス

テークホルダーとの調整が行われた。これにより、多様なステークホルダーの意見を集約した

「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」のドラフトが完成した。加えて、プロジェク

トにおいて作成されたマッピングは、MoFALD がドナー支援の全体像を把握できるとともに同

様の支援を行うドナー間での重複を避けることにも寄与した。また、支援がなくコミュニティ調

停が実施できない地域を把握することができるため、全国普及に向けての計画策定にも有効で
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ある。 
 

３－８－２ 政策へのフィールドレベルの教訓の反映 
政策レベル及びフィールドレベル双方への支援を通じて、コミュニティ調停人のトレーニン

グシステムやコミュニティごとに異なるコミュニティ調停サービスなどフィールドレベルの教

訓が、政策レベルでの意思決定に貢献した（例：「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」

案、地方自治法案、コミュニティ調停モデル法案などの策定手続）。 
 

３－８－３ 平和と調和をもたらすための重要な要素 
調停人の選定、トレーニング内容の標準化、調停人規則の制定がコミュニティ調停サービスの

質を確保するための重要な要素となり、これによりコミュニティ調停サービスを通じて平和と

調和がもたらされる。 
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第１章 終了時評価調査の概要 

１－１ 目 的 
ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）は 1996 年から内戦状態にあったが、2006 年

11 月のネパール政府とマオイストとの包括的和平協定の合意後、2007 年 1 月の暫定憲法成立、2008
年 4 月の制憲議会選挙実施、同年 5 月の王制から連邦民主共和制への移行等、民主化及び和平プロセ

スが進展している。その後、2013 年 11 月には第 2 回制憲議会選挙が大きな混乱もなく実施され、

2015 年 9 月に新憲法が公布された。同憲法では、共和制、包摂的な政治システム及び女性議員のク

ォータ制などに加えて連邦制の導入が含まれ、政治及び行政において大きな転換が図られている。連

邦制を移行するにあたって、1997 年以降実施されていなかった地方選挙が 2017 年 3 フェーズに分け

て実施された。選挙の実施や地方自治体の再編は急速に進んでおり、コミュニティ調停センター設置

の基準となる村落開発委員会（Village Development Committee：VDC）が統廃合され、2017 年から新

しく Urban Municipality と Rural Municipality となり、設置基準の見直しを検討する必要も出てきてい

る。 
ネパールでは民主化プロセスの過程で権利を主張する文化が構築され、また伝統的な紛争処理方

法で機能しなくなるなどの状況により、住民間の些細なもめごと（金銭の貸し借り、名誉棄損、土地・

水利用を巡る争い等）が頻発しており、政党間の対立にまで発展する状況も散見される。こうした状

況のなか、地域のコミュニティ・レベルにおいて争議者双方が受け入れる第三者（調停人）が双方の

合意形成の手助けを行う紛争解決方法の確立が急務となってきた。JICA は 2010 年 1 月より先行案件

「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクト（The Strengthening Community Mediation 
Capacity for Peaceful and Harmonious Society Project：COMCAP）」を開始し、パイロット 2 郡（シンズ

リ郡及びマホタリ郡）を対象にコミュニティ調停の実施能力の向上を支援した。カウンターパート

（Counterpart：C/P）の連邦・地方開発省（Ministry of Federal Affairs and Local Development：MoFALD）

は地方開発におけるコミュニティ調停の意義を重要視し、コミュニティ調停を公共サービスと位置

づけ、全国への拡大を志向するに至った。「コミュニティ内における調停能力強化プロジェクトフェ

ーズ 2（COMCAP II）」（以下、「本プロジェクト」と記す）は、MoFALD が実施するコミュニティ調

停サービスの全国的普及を行うことにより、MoFALD がコミュニティ調停サービスを全国普及する

ために必要な基盤整備を図り、国民がアクセスしやすいサービスの提供に寄与することを目的とし

ている。現在 MoFALD は地方自治法（Local Government Act）案 にコミュニティ調停を明記するこ

と、及びコミュニティ調停ガイドラインの準備などを独立行政法人国際協力機構（Japan International 
Cooperation Agency：JICA）や NGO 含むドナーと協力しながら、国の制度としてのコミュニティ調停

の確立・普及をめざしている。現在、6 名の（長期）専門家（総括/紛争解決制度、地方行政/コミュニ

ティ分析、紛争分析、研修企画/モニタリング）を派遣中である。 
本プロジェクトは、2015 年 7 月より 2018 年 7 月までの 3 年間の予定で実施されており、2017 年 1

月には運営指導調査団が派遣され、プロジェクト終了までの課題や提言が取りまとめられた。 
本終了時評価調査は、2018 年 7 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を

評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっ

ての教訓を導くことを目的として、2017 年 8 月 25 日から 9 月 15 日まで実施された。 
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１－２ 調査団構成 
１－２－１ 日本側 

氏名 担当業務 所属 現地調査期間 

殿川 広康 団長/総括 JICA ネパール事務所 次長 8 月 25 日～9 月 14 日 

土肥 優子 平和構築 JICA 国際協力専門員 9 月 2 日～9 月 12 日 

福永 美佐 評価企画 1 JICA ネパール事務所 企画調査員 8 月 25 日～9 月 14 日 

小森 剛 
 

評価企画 2 
 

JICA 経済基盤・平和構築部 
平和構築・復興支援室 

9 月 2 日～9 月 12 日 
 

Mr. Nama Raj 
Adhikari  

評価企画 3 
 

JICA ネパール事務所 
Assistant Programme Manager 

8 月 25 日～9 月 14 日 

五味 剛史 評価分析 三井共同建設コンサルタント株式会社 8 月 25 日～9 月 14 日 

 

１－２－２ ネパール側 

氏名 所属 現地調査期間 

Mr. Bijaya Raj Subedi 
 

Under Secretary, MoFALD 
 

参加が予定されていたが、都合によりキャ

ンセルとなった。 
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１－３ 調査日程 
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第２章 評価手法 

２－１ 調査方法 
以下の調査方法及び手法を用いてデータ収集・整理を行った。 

 
（1）評価グリット及び評価デザインの作成 
  プロジェクトデザインマトリックス〔Project Design Matrix（PDM）Version 3〕を基に、プロジ

ェクトの実績（投入・活動・アウトプット・プロジェクト目標達成度等）・実施プロセス・評価 5
項目ごとの調査項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し、評価グリッド（和文・英文）を作

成した。また、それらを用いて調査団内の検討のための評価デザインを検討した。 
 
（2）関連資料のレビュー 
  COMCAP において、COMCAP 中間レビュー調査報告書（2012 年 4 月）・COMCAP（延長第 1

年次）完了報告書（2014 年 10 月）、同フェーズ 2（COMCAP II）において、COMCAP II プロジェ

クト業務進捗報告書 1（PDM Version 2・3 及び改訂の要点、専門家派遣実績、第三国研修実績、供

与・携行機材リスト、合同調整員会（Joint Coordination Committee：JCC）議事録、上級マスター

トレーナー研修（Master Training of Trainers：MTOT）実績、調停セミナー議事録等（2016 年 7 月）、

COMCAP II プロジェクト業務進捗報告書 2（PDM Version 2・3、5 郡マッピングによる新旧行政区

画比較分析、調停人研修実績、5 郡調査の調査項目、コミュニティ調停支援状況マッピング等（2017
年 7 月）、COMCAP II Advisory Mission Report、COMCAP II 運営指導調査団報告書（2017 年 2 月）

などの報告書をレビューし、プロジェクトの実績や実施プロセス、プロジェクトを取り巻く外部

環境を整理・分析した。 
 
（3）日本人専門家への質問票配布 
  現地調査前に、技術移転の進捗状況や成果達成状況、プロジェクト目標の達成見込み状況、上

位目標の達成見込み状況、投入の質・量とタイミング、実施プロセス等に関する質問票を作成し、

日本人専門家チームに配布した。また、現地調査開始時に日本人専門家から質問票を回収し分析

した。 
 
（4）プロジェクト関係者及び C/P に対する評価手法の説明 
  現地調査開始直後に、終了時評価調査の目的及び JICA の評価手法について、プロジェクト関

係者や C/P に対して、約 30 分間説明を行った。その際、事前に作成した評価グリッド（英文）

を配布し、詳細に関して説明を行った。 
 
（5）プロジェクト関係機関への現地訪問及びインタビュー 
  活動実績の確認と質問票の回答を基に、技術移転の効果や実施プロセス、プロジェクトによっ

て引き起こされた変化等に関する補足情報を収集するため、2017 年 8 月 25 日～9 月 15 日の間、

C/P である MoFALD、モラン郡・ダヌーシャ郡・シンズリ郡・マホタリ郡・タナフン郡の郡調整

委員会（District Coordination Committee：DCC）/ 村落開発委員会（VDC）/ コミュニティ調停セ

ンター（Community Mediation Center：CMC）関係者、地方ガバナンス・コミュニティ開発プログ
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ラム・フェーズ II（Local Governance and Community Development Programme Ⅱ：LGCDP II）、
Governance Facility（GF）（現地 NGO）/ アメリカ国際開発庁（United States Agency for International 
Development：USAID）、Pro-public・Institute of Governance and Development（IGD）・Service for the 
Underprivileged Section of Society（SUSS）・Community Mediators' Society（CMS）（現地 NGO）等を

訪問し、プロジェクト関係者に対する個別インタビュー及びグループインタビューを行った。主

なインタビュー対象機関・対象者・項目については以下に示す（表２－１）。 
 

表２－１ インタビュー対象機関・対象者・項目 

対象機関 対象者 インタビュー項目 
シンズリ郡 

市：Rural Municipality 
郡調整委員会（DCC） 

・Chairperson 
・Vice Chairperson 
・DCC Chairperson 
・地方開発官（LDO） 

・コミュニティ調停センター（CMC）活用の方針、政策、

予算、人員配置 
・行政区：Ward（Ward Chairperson）からの報告状況 
・CMC 活用の課題 
・他ドナーとの調整及びデータ管理（関係性） 

Ward ・Ward Chairperson 
・CMC の活用方針、政策、予算、人員配置 
・CMC 活用の課題 ・紛争事案登録数、和解成立数 
・CMC へのサポート体制 ・成功事例/阻害要因 

現地 NGO  ・Ex-District Trainer of 
COMCAP ・CMC 活用の課題 

 ・調停人 
・ソーシャルモビライザー 

・扱っている案件内容 
・調停活動を通したコミュニティへの変化（成功事例） 
・調停活動を継続していく際の課題 
・調停活動を継続していくための方策 

ダヌーシャ郡 

Rural Municipality 
DCC 

・Chairperson 
・Vice Chairperson 
・インフォメーションオフィ

サー 

・CMC 活用の方針、政策、予算、人員配置 
・VDC（Ward Chairperson）からの報告状況 
・CMC 活用の課題 

マホタリ郡 

Ward 
・Ward Secretary（Former 

VDC Assistant & CMC 
Coordinator） 

・CMC の活用方針、政策、予算、人員配置 
・紛争事案登録数、和解成立数 ・今後の課題 
・行政官向けオリエンテーション内容変更の有無 

CMC ・調停人 
・扱っている案件内容 ・紛争事案登録数、和解成立数 
・調停活動を通したコミュニティへの変化（成功事例） 
・調停活動を継続していく際の課題 

モラン郡 

Rural Municipality ・Chief（Representative） 
・Executive Officer 

・CMC 活用の方針、政策、予算、人員配置 
・Ward との調整 
・開発資金（各 Ward）の承認プロセス 
・Provincial と Municipality の関係性 
・司法委員会 ・District Court 
・行政官向けオリエンテーション内容変更の有無 

DCC 
・DCC Chairperson 
・LDO 
・社会開発担当官（SDO） 

・COMCAP の成果 ・CMC の活用方針・政策 
・DCC の役割や組織体制 
・司法委員会 

Ward ・Ward Chairperson 
・CMC の活用方針、政策、予算、人員配置 
・紛争事案登録数、和解成立数 
・成功事例/阻害要因 ・今後の課題 
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CMC ・調停人 

・扱っている案件内容 
・調停活動を通したコミュニティへの変化（成功事例） 
・CMC が存在しない地域におけるコミュニティ調停の実

施方法 
・継続的トレーニング（フォローアップトレーニング等） 
・不安定要因及びリスクへの対処 

タナフン郡 

Rural Municipality ・市長 
・副市長 

・CM の現状及び課題（司法委員会・CMC 設置について・

制度化の課題） 

DCC 
・DCC Chairperson 
・LDO 
・SDO 

・CM の現状及び課題（成果・COMCAP Project Pilot Site の
選定基準・DCC の役割） 

Ward 
・Ward Chairperson 
・Ward Assistant and CMC 

Coordinator 

・CM の現状及び課題（成果・紛争事案登録数及び和解成

立数・登録案件数が少ない理由） 

Community Mediator 
Society（CMS） 

・Community Mediator 
・Accountant 
・IGD District Coordinator 

・CM の現状及び課題（CMS の活動・Ward Citizen Forum
との関係性・CM 選定基準・モニタリングシステム・紛

争の傾向） 
その他 

IGD（現地 NGO） 
・Working on Mediation & 

Arbitration 
・IGD Staff 

・連邦制、地方行政再編成のインパクトと組織の役割 
・司法委員会と CMC の関係性 
・社会的包摂について ・CM の現状 

LGCDPII 
・National Program Manager 
・Social Mobilization 

Specialist 

・LGCDP II の現状や今後の方向性 
・TSNGP 及び SNGA について 

SUSS（現地NGO）CMS
（現地 NGO） 

・Chairperson 
・Central Tresure 
・District Coordinator 

・CM の現状及び課題（CMS・成果・成功要因・一般的課

題・制度化における課題） 

District Monitoring 
Committee 

・Chief Judge・Judge・
Registrar 

・CMC Coordinator 

・CM のモニタリングにおける現状及び課題（活動・成果・

課題） 

 

・市長・Ex-VDC Secretary 
・ソーシャル・モビライゼー

ション 
・Ward Chairperson  
・CMC Coordinator 
・Program Officer 

・CM の現状及び課題（地方行政再編の影響・予算措置・

紛争案件の種類） 

・Pro Public Senior Advocate ・Local Governance Act の現状及び課題 
 
２－２ 主な調査項目 
調査項目は、プロジェクトの実績の確認・実施プロセスの把握・評価 5 項目の観点による評価に分

けられる。 
 
（1）プロジェクトの実績の確認 
  作成した評価グリッドを基に、プロジェクトの投入実績・成果の達成度・プロジェクト目標及

び上位目標の達成見込みについて確認した。 
 
（2）実施プロセスの把握 
  プロジェクトの実施プロセスを把握した。主な調査項目は、プロジェクト運営と活動の進捗状

況・モニタリングの実施状況・関係者間のコミュニケーション・技術や技能の移転手法・相手国

実施機関のオーナーシップである。 
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（3）評価 5 項目に基づく評価 
  評価 5 項目、すなわち妥当性・有効性・効率性・インパクト・持続性の観点からプロジェクト

を評価グリッドに沿って評価した。各評価項目の視点を以下に示す（表２－２）。なお、終了時評

価調査のため、妥当性・効率性についてはこれまでの実績と現状に基づいて評価する。有効性・

インパクト・持続性については、これまでの実績と活動状況から分析し、終了時評価時点の予測

や見込みを検証する。 
 

表２－２ 評価 5項目の内容 

妥当性 
プロジェクト目標・上位目標がプロジェクトの対象グループのニーズ、相手国側の

政策、日本の援助政策との整合性があるかなど、援助プロジェクトの正当性、必要

性を問う。 
有効性 

（予測） 
プロジェクトの実施により、対象グループに便益がもたらされているかを検証し、

プロジェクトが有効であるかどうかを判断する。 
効率性 プロジェクトの資源の有効活用という観点から効率的であったかどうかを検証する。 

インパクト 
（予測） 

プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的な効果や波及効果を

みる。 
持続性 

（見込み） 
援助の終了後、プロジェクトで発現した効果と上位目標でめざす効果が持続するか

を問う。 
 
２－３ PDM に関する協議と改訂 

PDM 及び活動は、地方自治体の再編に対応して Version 3（2017 年 8 月に開催された JCC にて改

訂）から Version 3.1（2017 年 9 月）に改訂する。また「地方自治法」制定後、PDM の再度改訂する

必要がある。 
 
（1）プロジェクト目標 

修正前（Version 3） 修正後（Version 3.1） 

 指標 4 ：ロードマップが策定され MoFALD に承

認される 
 入手手段 4 ：MoFALD によってロードマップが

公表される 

 指標 4 ：ロードマップが MoFALD によって策定

され、承認される 
 入手手段 4 ：MoFALD がロードマップ（アクシ

ョンプラン）を公表する 
 
改訂理由 
地方行政の再編成により、MoFALD が地方政府を支援するためのロードマップ（アクションプ

ラン）の策定準備を行っているため。それに応じて、日本人専門家チームは MoFALD 主導で実施

可能なロードマップ（アクションプラン）策定支援を行う必要がある。また、ロードマップ（アク

ションプラン）の策定主体が MoFALD であることを明確にし、名称に関しては MoFALD 内で検討

中であるためアクションプランを追記した。 
 

修正前（Version 3） 修正後（Version 3.1） 

 外部条件 ：LGCDP II が終了しない  外部条件 ：LGCDP II の後継プログラムにコミュ

ニティ調停支援が組み込まれる 
追加：「地方自治法」（国会にて議論中）が制定され、

地方政府によるコミュニティ調停支援が規定される 
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改訂理由 
終了時評価の時点において LGCDP II は既に終了しているが、MoFALD の全国ガバナンスプログ

ラムとして、LGCDP II の後継プログラム〔Sub National Governance Programme（SNGP）を含む〕に

おけるコンポーネントの一つに、地方政府が行政サービスとしてコミュニティ調停支援を取り入

れることが重要であるため。また、コミュニティ調停支援が規定された「地方自治法」の制定は、

地方政府の役割が明確化されることが期待され、地方政府がコミュニティ調停を各自治体で実施

するために必要であるため。 
 
（2）成果 2 

修正前（Version 3） 修正後（Version 3.1） 

【成果 2】 
コミュニティ調停を全国展開させるための政策及

びロードマップが策定される 
 指標 2-2 ：ロードマップが MoFALD 及び他のス

テークホルダーと共に作成される 
 指標 2-6 ：全てのステークホルダーがロードマッ

プを理解する 
 指標 2-7 ：モニタリング&評価及び報告システム

が異なるレベルの政府機構で確立される 

【成果 2】 
コミュニティ調停の全国展開のための政策及びロ

ードマップ（アクションプラン）が作成される 
 指標 2-2 ：ロードマップが MoFALD 及び他のス

テークホルダーと共に策定される 
 指標 2-6 ：全てのステークホルダーがロードマッ

プを理解する 
 指標 2-7 ：モニタリング&評価及び報告システム

（レポーティングシステム）が異なるレベルの政

府機構で確立される 
 
改訂理由 
地方行政の再編成により、MoFALD が地方政府を支援するためのロードマップ（アクションプ

ラン）の策定準備を行っているため。また指標 2-7 については現在進行中の地方行政の再編成によ

り、モニタリング&評価及び報告システムを異なるレベルの政府機構で確立させることが難しいた

め。 
 
（3）成果 3 における活動 

修正前（Version 3） 修正後（Version 3.1） 

 活動 3.2 ：地方開発官や社会開発担当官など地方

行政官向けの研修教材を開発する 
 活動 3.3 ：地方開発官や社会開発担当官など地方

行政官向けの研修を実施する 
 活動 3.4 ：地方行政官に対して管理業務に関する

オリエンテーションを実施する 

 活動 3.2 ：地方レベルのステークホルダー向けに

研修教材を開発する 
 活動 3.3 ：地方レベルのステークホルダー向けの

オリエンテーションや管理業務の研修を実施する 
 活動 3.4 ：削除 
 

 
改訂理由 
活動 3.2 及び 3.3 について、地方選挙後新たに選出された地方の代表者は、コミュニティ調停を

実施するための重要なステークホルダーとなるため、地方行政官に加えて新たに選出された代表

者に対するオリエンテーションや研修が重要となるため。また、活動 3.4 については重複するため

3.3 へ統合する。 
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（4）成果 4 における活動 

修正前（Version 3） 修正後（Version 3.1） 

 活動 4.1 ：コミュニティと地方のステークホルダ

ー向けのオリエンテーション開催を支援する 
 活動 4.3 ：コミュニティ調停センターから

MoFALD へのモニタリング&評価及び報告システ

ムを確立する 

 活動 4.1 ：「コミュニティステークホルダー」向

けのオリエンテーション開催を支援する 
 活動 4.3 ：コミュニティ調停センターから

MoFALD へのモニタリング&評価及び報告システ

ムを提案する 
 
改訂理由 
活動 4.1 について、オリエンテーションは調停人を選出するために開催されるものであり、「地

方レベルのステークホルダー（新たに選出された地方の代表者を含む）」との混乱を避けるために

「コミュニティステークホルダー」と名称を変更するほうがよいという議論が交わされたため。ま

た、活動 4.3 については現在進行中の地方行政の再編成により、モニタリング&評価及び報告シス

テムを異なるレベルの政府機構で確立させることが難しいため。 
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第３章 調査結果 

３－１ 実績の確認 
３－１－１ 日本側の投入実績 
（1）プロジェクト専門家 
  本プロジェクトのプロジェクト専門家及び業務従事実績の詳細を表３－１に示す。 

 
表３－１ プロジェクト専門家一覧 

No. 名前 役職 

計 

日数 人月（MM） 

Nepal Japan Nepal Japan 

1 田中 研一 総括/紛争解決制度 497 6 16.57 0.30 

2 北館 尚子 地方行政/コミュニティ分析 310 6 10.33 0.30 

3 石丸（服部）奈加子 紛争分析 1 60 0 2.00 0.00 

4 近松 佳郎 紛争分析 2 138 0 4.60 0.00 

5 岡本 菜苗 研修企画 1/モニタリング 590 0 19.67 0.00 

6 齋藤 望 研修企画 2/モニタリング 199 4 6.63 0.20 

7 阪本 日出雄 地方行政/コミュニティ分析 2 60 0 2.00 0.00 

計  1,870 62.60 

 

（2）ローカルスタッフ 
  本プロジェクトで常時雇上しているローカルスタッフを表３－２に示す。 

 
表３－２ ローカルスタッフ一覧 

No. 名前 役職 契約期間 

1 Ms. Kabita Pandey シニアプロジェクト・オフィサー 2015 年 10 月～現在 

2 Ms. Bindu Dhakal オフィス・アドミニストレーター 2015 年 10 月～現在 

3 Mr. Dilli Poudel モニタリング&評価オフィサー 2015 年 11 月～現在 

4 Mr. Binaya Babu Dhakal 郡モニタリング・オフィサー 2016 年 6 月～現在 

5 Mr. Krishna Magar 運転手 2015 年 10 月～現在 

6 Mr. Tirtha Maharjan 運転手 2015 年 10 月～現在 

 
（3）プロジェクト事務所及び機材 
  MoFALD 内に事務所設置場所としてプロジェクトへ提供できるスペースがなかったことか

ら、本プロジェクトは 2015 年 7 月より、Thapatali, Kathmandu-11 の家屋 1 及び 2 階部分、約 185
㎡のスペースをプロジェクト事務所として借り上げている。本プロジェクトでは、先行プロジ
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ェクトでの調達済みの機材に加え、新規に機材を調達している。また、先行プロジェクトにお

いて、JICA ネパール事務所により直接調達済みのプロジェクト車両 2 台（TOYOTA Fortuner 
4x4 SUV WAGON：2010 年 6 月 16 日購入）が本プロジェクトにおいても継続的に利用されてい

る。これらの機材・車両は有効に活用され、プロジェクトの成果達成に貢献している。詳細は

付属資料 2. 供与機材・事業用物品リストを参照のこと。 
 
（4）プロジェクト現地経費 
  2016 年 7 月から 2017 年 6 月末までの現地経費の実績は 2,692 万 91 円であり、プロジェクト

開始からの累積経費は 3,591万1,665 円となった。本経費は、再委託費（ベースライン調査費用、

ドキュメンタリー制作費用）、一般業務費（MTOT 研修、第三国研修、中央レベルのセミナー、

事務所及び研修・会議の会場の借り上げ経費、ミーティング実施費、広報活動及び現地スタッ

フの給料を含む雑費等）、機材費等によって構成される。 
 
３－１－２ ネパール側の投入実績 
（1）C/P スタッフの配置 
  本プロジェクトの C/P は、中央レベルでは MoFALD のソーシャル・モビライゼーション NGO

調整課（Social Mobilization and NGO Coordination Section：SM&NGO）・法務課・ジェンダー平等

と社会的包摂（Gender Equality and Social Inclusion：GESI）課・LGCDP II・地方開発研修アカデ

ミー（Local Development Training Academy：LDTA）、地方レベルでは各郡 DCC の地方開発官

（Local Development Officer：LDO）・計画担当官（Planning Officer：PO）・社会開発担当官（Social 
Development Officer：SDO）である。JCC 構成員を除く主な C/P を表３－３に示す。 

 
表３－３ 主な C/P（2017 年 7 月現在） 

名前 所属先・役職 

中央レベル 

Mr. Dinesh Kumar Thapaliya MoFALD 事務次官 

Mr. Chandra Prasad Sigdel MoFALD エキスパート（LGCDP II 担当部） 

Mr. Navin Kumar Joshi MoFALD 法務課課長 

Ms. Lila Adhikari Ojha MoFALD GESI 課課長 

Mr. Jaya Krishna Shrestha LDTA 部長 

地方レベル 

Mr. Rishi Bhakta Wagle タナフン郡 DCC SDO 

Mr. Saroj Raj Gautam モラン郡 DCC SDO 

Ms. Namrata Dhungel ダヌーシャ郡 DCC SDO 

Mr. Shailendra Kumar Pandey マホタリ郡 DCC SDO 

Mr. Sagar Kumar Dhakar シンズリ郡 DCC SDO 
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３－１－３ 成果（アウトプット）の達成状況 
6 つの成果（アウトプット）の達成状況は次のとおりである。 

 
成果 1 全国で実施されているコミュニティ調停を中心とする紛争管理の実施状況が調査さ

れ、分析される 

指標 1.1 ベースライン調査が実施される 

 1.2 コミュニティ調停センターのマッピングが作成される 

 1.3 成功事例と教訓を取りまとめたハンドブックが作成される 

 1.4 エンドライン調査が実施される 

 
指標 1.1 
ベースライン調査報告書が作成され、2016 年 4 月に提出された。 

指標 1.2 
VDC とコミュニティ調停センターのマッピング（2016 Version）が 2017 年 1 月に作成され、

MoFALD、LGCDP II、その他関係者に配布された。一方で、地方行政再編に伴う行政区画の大幅な

改編により、本プロジェクトの優先的普及地域 5 郡（モラン、ダヌーシャ、タナフ、マホタリ、シ

ンズリ郡）については再調査を行い、新旧の行政区画の比較を含むマッピングが作成された。 
指標 1.3 

COMCAP 対象地域や他の NGO から得た成功事例及び教訓を集めたハンドブックの作成が進ん

でいる。 
指標 1.4 
エンドライン調査はいまだ実施されていない。 

 

成果 2 コミュニティ調停の全国展開のための政策及びロードマップが作成される 

指標 2.1 コミュニティ調停政策が策定・実施される 

 2.2 ロードマップが MoFALD 及び他のステークホルダーと共に策定される 

 2.3 地方レベルの優先順位が特定される 

 2.4 普及のためのタイムラインが計画される 

 2.5 普及のための責任機関が特定される 

 2.6 全てのステークホルダーがロードマップを理解する 

 
2.7 モニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシステム）が異なるレベ

ルの政府機構で確立される 

 
指標 2.1 
プロジェクトは「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案の作成支援を行ってきてお

り、「地方自治法」案の修正に伴い「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案においても

修正を重ねてきた。例えば、各行政単位が地方レベルでコミュニティ調停を実施するための役割・
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責任・手順を定めた「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案は、2017 年 1 月に MoFALD、

法務・司法・国会省（Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs：MoLJPA）、調停評議会、財

務省（Ministry of Finance：MoF）によって承認され、2017 年 2 月に内閣に提出された。閣議承認の

過程において、MoFALD は進行中の行政再編とコミュニティ調停を調和させるためのガイドライ

ンを改訂し、MoFALD 局長及び部長はガイドラインの詳細を説明するために内閣にてプレゼンテ

ーションを行った。内閣は 2017 年 4 月に原則としてガイドラインを承認し、行政上の承認手続き

は進行中であった。しかし、承認手続の完了を待っている間の 2017 年 6 月に新首相の下で新内閣

が結成され、新内閣はこのガイドラインを MoFALD に送り返し再審議をするよう要請した。その

ため、2017 年 9 月現在国会で審議されている「地方自治法」が制定後、「コミュニティ調停実施手

続き（ガイドライン）」案と「コミュニティ調停モデル法」案は MoFALD によって承認される予定

である。この「コミュニティ調停モデル法」案は、新たに選出された地方自治体の代表者が新しい

ネパール国憲法に基づいて、コミュニティ調停を含む司法権限を行使することを促進させること

を目的としており、本プロジェクトは「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案を基に

「コミュニティ調停モデル法」案の作成を支援し、2017 年 8 月 17 日現在 MoFALD にて討議中の

予備案が作成されている。 
指標 2.2・2.3・2.4・2.5・2.6 
ロードマップ策定に関する事項については、「コミュニティ調停モデル法」制定後取り組むこと

になっていることから、指標 2.2～2.6 は未達成であるため、更に議論する必要がある。 
指標 2.7 

MoFALD 内における「コミュニティ調停事務局」の設立を支援した。「コミュニティ調停事務局」

は、全国のコミュニティ調整センターのマッピングを含むコミュニティ調停活動の報告とモニタ

リング&評価のための原型となるデータベースを策定した。また、プロジェクトは MoFALD が他

ドナーや NGO と協力して「コミュニティ調停事務局」の設立を発表するための調整会議の開催を

支援した。この調整会議の結果、ネパールでコミュニティ調停を実施しているすべての NGO は、

コミュニティ調停に関するデータを「コミュニティ調停事務局」に送付し始めるようになった。し

かしながら、地方行政の再編成が進行するなかで、モニタリング&評価及び報告システムにおける

MoFALD の役割や、レポーティングの流れ及び地方政府の役割が明確に確立されていない。よっ

て、連邦制移行期におけるモニタリング&評価及び報告システムに関しては慎重に見極めながら、

的確なモニタリング&評価及び報告システム（レポーティングシステム）の体制を中央レベルでも

検討・提案する必要がある。 
 

成果 3 コミュニティ調停に関する管理、事務能力が研修を通じて向上する 

指標 3.1  90 名の郡行政官が研修を受ける 

 3.2 中央レベルの人材に対する研修が実施される 

 3.3 研修教材の開発と改訂 

 3.4 第三国研修が実施される 

 3.5 他郡におけるコミュニティ調停活動を視察する 
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指標 3.1 
74 名の郡行政官が研修を受け、指標の達成度は約 82％である。各郡がコミュニティ調停センタ

ーを設置し、LGCDP II の予算を活用したコミュニティ調停に関する基礎研修を実施できるように

するため、LGCDP II が支援する 50 郡から 50 名の SDO を任命し、コミュニティ調停に関するオリ

エンテーションが実施された。しかし、テライ地域のストライキ（地方事務所・VDC 事務所の閉

鎖）や地方選挙を実施する行政職員の業務制限のため郡レベルでの活動が中断され、LGCDP II の
予算を活用したコミュニティ調停センターの設置はシンズリ郡、ダヌーシャ郡、ミャグディ郡の三

つの郡にとどまった。タナフ郡の SDO と NGO は、コミュニティ調停の基礎研修と三つの VDC に

おけるコミュニティ調停センターの設立に向けて支援を行ったが、地方選挙によって開発活動が

中断されたため基礎研修の実施を控えている。 
 
（1）新たなパイロット郡（モラン、ダヌーシャ、タナフ）にてオリエンテーションが開催され、

42 名の地方行政官が研修を受けた（表３－４）。参加者には、DCC の LDO・PO・SDO、村落開

発委員会事務官（VDC Secretary）・パイロット VDC のアシスタント（執行役員・行政区の事務

官を含む）・ソーシャルモビライザーが含まれる。 
 

表３－４ 3パイロット郡における郡レベルオリエンテーション参加者 

郡名 モラン ダヌーシャ タナフン 
合計 

日程 2016 年 8 月 22 日 2016 年 8 月 23 日 2016 年 8 月 27 日 

参加人数 19 10 13 42 

 
（2）MoFALD に対し LGCDP II パイロット郡（50 郡）を対象としたオリエンテーションの開催支

援を行った。オリエンテーション・プログラムは三つの主要都市（Butwal、Biratnagar、Nepalgunj）
で計画された。50 郡のうち、DCC の PO を含む 32 の SDO がオリエンテーション・プログラム

に参加した（表３－５）。 
 

表３－５ LGCDP II パイロット郡を対象にしたオリエンテーション参加者 

場所 Butwal Biratnagar Nepalgunj 
合計 

日程 2017 年 2 月 23～24 日 2017 年 2 月 26～27 日 未実施 

パイロット郡数 16 17 17 50 

SDO 数 15 17 - 32 

概要 

Nawalparasi の SDO は不参

加。タナフン郡の LGCDP II
担当者が参加 

Khotang の SDO は不参加。

Terathun の SDO & PO が参

加 

一般のストラ

イキや地方選

挙のため実施

されていない。 

31 の郡から 32
名の DCC 役員

が参加 

 

（3）COMCAP IIにおいて、2017年 6〜7月にMoFALD / 地方開発研修アカデミー（Local Development 
Training Academy：LDTA）は、DCC 及び LGCDP II パイロット郡の新しい地方自治体（首都圏

の市：Metropolitan City・市：Municipality）の代表者のための地方レベルトレーナー研修：TOT
（LGCDP II パイロット郡におけるコミュニティ調停について：8 日間）を支援した（表３－６）。 
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表３－６ LGCDP II パイロット郡を対象にした地方レベル TOT 参加者 

日時 場所 パイロット郡数 参加人数 

2017 年 6 月 27 日～7 月 4 日 Phokara 18 13 

2017 年 7 月 29 日～8 月 5 日 Dhankuta 30 26 

 
指標 3.2 
（1）関係者間の効果的な調整を強化するため、中央レベルにおける MTOT が実施され、中央レベ

ルで 22 名の人材が育成された（表３－７）。 
 

表３－７ MTOT 参加者（2016 年 3月 16～20 日開催） 

組織ごとの参加人数 合計 

MoFALD MC Police LGCDP II MoWCSW LDTA MoPR 
22 

7 1 2 6 1 4 1 

※MoWCSW（女性・子ども・社会福祉省）・MoPR（平和復興省） 

 
指標 3.3 
（1）上級 TOT コースの研修資料は MoFALD で開発され、MTOT で共有された。 
（2）開発された「コミュニティ調停基礎研修ハンドブック」は基礎研修において使用され、更に

LGCDP II 基金を使用して MTOT を計画している 50 郡の LDTA に配布された。 
（3）基礎的研修のために用意されたトレーナー参考書は（上級研修にはパワーポイントによるプ

レゼンテーションが準備された）、MTOT を計画している 50 郡の LDTA に配布された。 
（4）MoFALD の「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」に基づき、地方政府行政官のた

めのコミュニティ調停運営管理サービスに関する研修資料が作成され、地域レベルの研修で共

有された。 
指標 3.4 
（1）10 名の中央政府職員が現地の調停制度を視察するためにスリランカを訪問し、ジャフナの事

務局、法務・司法省、調停委員会、及び地方自治体省を視察した（表３－８）。 
 

表３－８ 第三国研修参加者（2016 年 3 月 6～12 日開催） 

組織ごとの参加人数 合計 

MoFALD MoLJPA MoPR LDTA 
10 

7 1 1 1 

 
指標 3.5 
（1）本プロジェクトは 2016 年 3 月 31 日～4 月 2 日に、調停評議会及び MoFALD はシンズリ郡の

Badrakali VDC・マホタリ郡の Khayarmara・Mahadiya Tapanpur VDC のコミュニティ調停センタ

ー（COMCAP で設立された）の運営を視察するため、合同フィールド視察を企画した。視察会

には、調停評議会事務局長、MoFALD のプロジェクトマネージャー及び担当者が参加した。 
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（2）その後 2017 年 2 月に、Mr. Dinesh Kumar Thapalia（現在の MoFALD 次官）は Biratnagar でプ

ロジェクトが主催する LGCDP II パイロット郡の郡レベルオリエンテーションを視察し、参加

者とコミュニティ調停及び地方行政再編について話し合った。 
 
成果 4 コミュニティ調停センターが設置され、コミュニティ調停を中心とした紛争管理、

運営が適切に機能し続ける。 

指標 4.1 パイロットローカルレベル（9 つの共同区と 1 つの市）に 10 のコミュニティ調

停センターが設立される 

 4.2 パイロットローカルレベルのコミュニティ調停センターが報告を定期的に行う 

 4.3 コミュニティ調停センターのマッピングが少なくとも年 1 回は更新される 

 4.4 定期的なモニタリング&評価及び報告（レポーティング）がパイロットローカル

レベルで実施される 

 
指標 4.1 
（1）合計九つのコミュニティ調停センター（モラン郡 3 カ所、タナフン郡 3 カ所、ダヌーシャ郡

3 カ所）が設立された。残る一つ（Rangeli Nagarparka）については、VDC の合併により設立に

向けた調整が進められてきたが、連邦制移行が開始され設置場所も含め設立のめどが立たなく

なっている（表３－９）。 
 

表３－９ 新たなパイロット郡に設置されたコミュニティ調停センター 

郡 モラン ダヌーシャ タナフン 

設立日 2016 年 9 月 21～23 日 2016 年 11 月 14～22 日 2017 年 1 月 18～20 日 

VDC 

Motipur Paudeshwar Gajarkot 

Bayarban Baghchauda Arunodaya 

Yangshila Yadukuha Risti 

オープニング 
セレモニー 

参加者 

Rangeli MP  
（設立に至らず）   

270 400 450 

 
（2）COMCAP II の 3 パイロット郡における九つの VDC と一つの市町村に対して、コミュニティ

調停基礎研修が実施された（表３－10）。 
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表３－10 コミュニティ調停基礎研修参加者 

訓練された調停人の数 

郡 モラン（2016 年 9 月） ダヌーシャ（2017 年 1 月） タナフン（2016 年 11 月） 

VDC 

Motipur 11 Paudeshwar 11 Gajarkot 11 

Bayarban 11 Baghchauda 11 Arunodaya 11 

Yangshila 11 Yadukuha 10 Risti 11 

MP Rangeli 10     

小計  43 + 3  32  33 

合計 110 

 
指標 4.2 
（1）2016 年 12 月にモラン郡の三つのコミュニティ調停センター、2017 年 3 月にタナフン郡の三

つのコミュニティ調停センターで実施されたレビューミーティングを通じて、「コミュニティ

調停事務局」がパイロット郡からデータ収集ができるようにコミュニティ調停のデータベース

更新を支援した（表３－11）。 
 

表３－11 パイロット郡のコミュニティ調停センターからのレポート 

VDC 設立日 
紛争数 コミュニティ調停 

センターに割り当てられた

VDC 予算（2016/17） 
備考 

登

録 
調

停 
解

決 
未解決 進行中 

Bayarban 2016 年 9 月 5 4 3 1 1 0 
予算は割り当てられなかったが、

VDC が調停会議費を負担した。 

Yangshila 2016 年 9 月 2 2 1 1 0 30,000  

Motipur 2016 年 9 月 3 3 2 1 0 15,000 次の財政年に Rs. 25,000 

Arunodaya 2016 年 11 月 1 1 0 1 0 0 
予算は割り当てられなかったが、

必要であれば VDC 長官が Rs. 
10,000 負担する。 

Gajarkot 2016 年 11 月 5 2 2 0 3 20,000  

Risti 2016 年 11 月 1 1 1 0 0 20,000  

Paudeshwar 2017 年 1 月 3 2 2 0 1 0 
コミュニティ調停センターが設

立されたころは既に VDC 評議会

が終了していたため、予算を割り

当てることができなかった。 

Baghchauda 2017 年 1 月 3 1 1 0 2 0 

Yadukuha 2017 年 1 月 4 1 1 0 3 0 

合計 27 17 13 4 10   

 
（2）本プロジェクトは MoFALD 及びタナフン郡 DCC を支援し、地方行政再編後の現地状況を

評価した。その結果、コミュニティ調停センターから DCC への新しい報告システムを提案す

るために、タナフン郡においてデータ管理ワークショップ（1 日）実施を支援し、「コミュニテ

ィ調停実施手続き（ガイドライン）」案に基づいた報告システムの試験導入を行った。ワークシ

ョップには、IGD、現地 NGO が支援する旧 VDC のコミュニティ調停センター調整員 16 名、
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COMCAP II が支援する元 VDC アシスタント 3 名、現地 NGO 調整員及び郡の SDO 3 名が参加

した。参加者は、データ管理を容易にするために報告形式を改訂し、Ganparka & Nagarparka（市）

がコミュニティ調停のデータ収集に関与することを推奨した。また、Ganparka & Nagarparka（市）

はデータを郡調整員会に、次に MoFALD に送信することを推奨した。データの流れは以下のと

おりである。 
  コミュニティ調停センター → 行政区 → Ganparka & Nagarparka（市）事務所 → （郡調整員

会事務所）→MoFALD 
指標 4-3 
（1）コミュニティ調停センターマッピング・ブックレット（2016 版）を基に、地方行政の再編成

（2017 年 3 月）により新たに画定された行政区を考慮したコミュニティ調停センターマッピン

グを更新した。現在までに、パイロット 5 郡（モラン、ダヌーシャ、タナフン、マホタリ、シ

ンズリ郡）のコミュニティ調停センターマッピングが更新された。 
指標 4-4 
（1）調停評議会は地区モニタリング委員会〔地方裁判所、地方開発官、地方警察、郡調整委員会

長官（Chief District Officer：CDO）のメンバーで構成〕に、郡内のコミュニティ調停を含む調停

活動の定期的なモニタリング&評価を実施するよう指示した。また、委員会は定期的にコミュ

ニティ調停活動のモニタリング&評価を行い、報告書を調停評議会（ 高裁判所に存在）に送

付する。 
 

成果 5 
ドナー・NGO 等、調停に関係する組織間の調整メカニズム（ステークホルダーミー

ティングなど）が強化される 

指標 5.1 調整のためのネットワークが確立され、ステークホルダーミーティング等の調

整会議が定期的に開催される 

 5.2 コミュニティ調停理解促進のために調停評議会及び中央レベルに対するセミナ

ーがステークホルダーと共に開催される 

 
指標 5-1 
（1）プロジェクトチームは、GF・アジア財団（The Asia Foundation：TAF）・オーストラリア大使

館・USAID 等の関係機関を訪問し、MoFALD と開発パートナーがコミュニティ調停に関する連

携基盤を構築するために、コミュニティ調停関連プロジェクトの現状に関して情報交換を行っ

た。 
（2）MoFALD は、コミュニティ調停のための国家調整委員会（National Coordination Committee：

NCC）を設立し（2016 年 1 月）、議長は MoFALD の次官が務める。メンバーは、MoLJPA、NGO、

COMCAP II プロジェクトチームの代表者である。 NCC は、「コミュニティ調停実施手続き（ガ

イドライン）」案のようなコミュニティ調停の政策課題について議論するために一連の会議を

実施した。 
（3）プロジェクトは次のように、MoFALD によるコミュニティ調停の主要関係者との調整会議の

開催を支援した。①コミュニティ調停の実施パートナー間の調整を強化するためのコミュニテ

ィ調停調整会議は、2016 年 7 月に MoFALD によって NCC の調整の下で開催された。プロジェ

クトの技術的なインプットにより、標準化された調停人基礎研修リソースブックが開発された。
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②2016 年 11 月に調停法改正に関する調整会議が開催された。③2017 年 5 月、地方行政法案第

2074 号とコミュニティ調停への影響についての協議会が開催された。 
指標 5-2 
（1）本プロジェクトは MoFALD による「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案に関

するセミナーの開催（2016 年 5 月 30 日）を支援し、セミナーに参加した約 100 名の参加者が

MoFALD の「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」準備についての議論を行った。ま

た、調停評議会の前議長及び現議長、首席次官、MoLJPA 次官、MoFALD 次官もセミナーに参

加した。 
（2）「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」承認後、中央ワークショップが開催される

予定である。 
 
成果 6 コミュニティ調停がコミュニティ・レベルの効果的な紛争解決手段として地域住民

に認識される   

指標 6.1 コミュニティ調停センターに登録された件数（パイロットローカルレベル）がベ

ースラインデータから 15％増加する 

 6.2 情報教育とコミュニケーション（IEC）資料の作成と配布 

 
指標 6-1 
（1）ベースラインデータ（5,999）から、五つのパイロット郡のコミュニティ調停センターの登録

件数が 42％増加した（8,532 件）。 
指標 6-2 
以下の資料を作成・配布した（表３－12、表３－13）。 

 
表３－12 郡への配布資料の概要（概算） 

品目 Morang Dhanusha Tanahun Sindhuli Mahottari その他 

ニュースレター 270 部 400 部 450 部 50 部 200 部  

パンフレット 270 部 400 部 450 部 50 部 200 部  

カレンダー 3,600 部 3,600 部 3,600 部 12,000 部 12,000 部 1,500 部 

ビデオ 270 名 400 名 450 名 43 名 36 名  

 
表３－13 プロジェクトニュースレターの配布状況 

ニュース
レター Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 

日付 2016 年 1 月 2016 年 6 月 2017 年 3 月 2017 年 6 月 

配布数 
英語 ネパール語 英語 ネパール語 英語 ネパール語 英語 ネパール語 

200 300 200 1,200 200 2,100 200 2,000 
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（1）英語及びネパール語のプロジェクトパンフレットが作成され、5 郡のパイロット VDC に配布

された（2016 年 8 月）。 
（2）ネパール語のポケットカレンダーは、5 郡のパイロット VDC（2017 年 3〜4 月）への配布に

加えて、MoFALD によるコミュニティ調停を含む自治についての郡レベルの研修プログラムに

て、新しく選出された第 3 州（Dhulikel）、第 4 州（Phokara）、第 6 州（Surket）の地方自治体代

表者（市町村市長・副市長、市町村の議長及び副議長）へ配布された（2017 年 6 月）。 
（3）ドキュメンタリービデオ（シンズリ郡の COMCAP の実例に基づくネパール語のドラマ、マ

ホタリ郡の COMCAP の実例に基づいたネパール語のドラマ、コミュニティ調停についての解

説）が情報教育とコミュニケーション（Information, Education and Communication：IEC）資料と

して開発された。これらのビデオは、コミュニティ調停及び COMCAP II の広報を強化するた

めに、コミュニティ調停センター開設時、研修、オリエンテーション及び会議など、さまざま

な場面で公開された。また、これらのビデオは MoFALD 予算を使用して TOT を準備していた

地方開発研修アカデミーや LGCDP II 基金を利用して基礎研修を計画していた SDO（50 郡のオ

リエンテーション時）へも配布された（表３－14）。 
 

表３－14 ドキュメンタリービデオの詳細 

ビデオタイトル 近所 家族 第一歩 

内容 シンズリを舞台に 
したドラマ 

マホタリを舞台に 
したドラマ 

コミュニティ調停につ
いての解説 

言語 ネパール語 
（英語字幕付き） 

ネパール語 
（英語字幕付き） 

ネパール語 
（英語字幕付き） 

上映時間 22 分 22 分 26 分 

 
３－１－４ プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクト目標の達成状況は次のとおりである。 

 

目標 コミュニティ調停の全国普及のための能力及び仕組みが強化される 

指標 1. ネパールのコミュニティ調停センターで 1,000 のコミュニティ調停が実施さ

れる 

 2. パイロットローカルレベルから MoFALD へ定期的に報告される 

 3. コミュニティ調停を実施している郡でコミュニティ調停センターに登録され

る件数が増える 

 4. ロードマップが MoFALD によって策定され、承認される 

 
地方自治体の再編前に検討された PDM 指標はおおむね達成されている、また達成の見込みであ

る。しかしながら、連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行中であることから、現在の目標

達成度について判断することは困難であり、時期尚早である。各指標の達成状況については、次の

とおりである。 
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指標 1 

1,000 件の目標のうち 984 件の紛争事案がコミュニティ調停センターに登録された。 
指標 2 
（1）地方からコミュニティ調停活動に関する報告を定期的に受け取り、データの編集等を実施す

る「コミュニティ調停事務局」が MoFALD に設立された。 
（2）2017 年 1 月現在、MoFALD はコミュニティ調停のデータをウェブベースレポーティングシス

テム（Web Based Reporting System）に統合し、75 の DCC がオンライン上で報告できるシステ

ムを構築する過程であったが、実際の運用開始には至っていない 
（3）「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」には、異なる地方レベルにおいて定期的な

報告（レポーティング）及び雛形が指示されている。 
指標 3 

ベースラインデータ（5,999 件）と比較して、五つのパイロット郡のコミュニティ調停センター

への紛争事案登録数は 42％増加（8,532 件）した。 
指標 4 

ロードマップの策定に関しては、MoFALD に策定したいとの意向はあるものの、連邦制及び地

方自治体の再編成に伴い、地方政府の役割や責任体制が明確に確立されておらず、作成自体には至

っていない。今後、更なる議論が必要となっている。 
 
３－１－５ 上位目標の達成見込み 
上位目標の達成状況は次のとおりである。 

 
目標 MoFALD が全国で実施するコミュニティ調停サービスに対し全国の地域住民の

アクセスが可能となる 

指標 1. ネパールにおいてコミュニティ調停センターへ登録される紛争事案件数が増

える 

 2. コミュニティ調停を実施するコミュニティ調停センターの数が増える 

 
地方自治体の再編成前に想定していた PDM 指標は達成されている。しかしながら、連邦制への

移行及び地方自治体の再編成が進むなか、現時点ではコミュニティ調停サービスの全国展開に向

けた達成度を評価することは時期尚早である。しかしながら、MoFALD は、コミュニティ調停に対

する理解を深めるためのオリエンテーションを積極的に行っており、行政側の理解が進めば目標

達成の可能性は高い。 
指標 1 

ベースラインデータ（5,999 件）と比較して、五つのパイロット郡のコミュニティ調停センター

への紛争事案登録数は 8,532 件（42％増）に増加した（表３－15）。 
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表３－15 5 パイロット郡におけるコミュニティ調停センターへの紛争事案登録数の推移 

2012/13 年 2013/14 年 
Phase II 

ベースライン 2015/16 年 
も新しい調査 

2014/15 2016/17 年 

2,714 4,689 5,999 7,201 8,532 

 
指標 2 
ベースラインデータ（666 カ所）と比較して、コミュニティ調停センター数は 984 カ所（48％）

に増加した（表３－16）。 
 

表３－16 コミュニティ調停事務局のデータを基にしたコミュニティ調停センターの数 

Date 
PhaseI 

エンドライン 
PhaseII 

ベースライン 追加データ 新データ 

2014 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 6 月 2016 年 12 月 
31 郡 

（Original Target） 507 666 666 
984 

他郡   370 (planned by DFAT/TAF) 
56 (planned by GF) 

Total 507 666 1,092 984 

 
３－２ 実施プロセス 
３－２－１ 貢献要因 
【MoFALD のオーナーシップ】 

2017 年 3 月以降の地方行政改編によって、郡・村レベルの地方行政官の間では混乱がみられ

るが、MoFALD のコミュニティ調停実施・促進に対するオーナーシップは確固たるものがあり、

今後もコミュニティ調停の全国普及を MoFALD が主導していくという方針を明確にしている。

例えば、早くから地方選挙によって選ばれた代表者に対するコミュニティ調停に関するオリエ

ンテーションに必要性を認識し、既に 3 カ所（第 3 州、第 4 州、第 6 州：合計 560 名）を対象に

コミュニティ調整の説明を積極的に実施している。コミュニティ調停に対する正しい理解と活

用の促進に貢献するものであるが、その取り組みはまだ始まったばかりであり、具体的な成果が

確認できるまでにはもう少し時間がかかるものと考える。 
 

【調整メカニズム】 
「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」に関するコンサルテーション会議（2016 年

4 月）、調停評議会セミナー（2016 年 5 月）等の会議の開催支援を通じて、コミュニティ調停関

係者間のネットワーク構築を支援した。 
 

【モニタリングメカニズム】 
コミュニティ調停事案データベースついては、2016 年 5 月以降に MoFALD 内で今後コミュニ

ティ調停の実施・普及に関わる業務を担当する組織として「コミュニティ調停事務局」を設置す
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る準備が進み、プロジェクトからも調停関連データ管理を主体とした IT 整備支援を行うことで、

この事務局の設立と今後の自立発展的な運営をサポートしている。 
 

３－２－２ 阻害要因 
【プロジェクト活動の遅延】 

燃料不足（2015 年 10 月～2016 年 3 月）によって、国内における移動が難しくなりベースライ

ン調査及び研修を含むさまざまな活動が遅延した（2016 年 7 月現在）。 さらに、地方選挙及び

地方行政の再編成も阻害要因として挙げられた。 
 
３－３ 評価 5項目による分析 
３－３－１ 妥当性 
妥当性：高い 
【ネパールの国家開発計画及び関連政策との整合性】 

ネパール政府は、「早急かつ簡易な方法で紛争を解決し、紛争解決のプロセスの費用負担を軽

減し、一般市民の司法へのアクセス向上し、さらに一般市民の利益と簡便性を維持する」ことを

目的として「調停法（2011 年）」及び「調停法細則」を 2014 年 4 月に制定し、同年 5 月には調

停法の規定に基づいて調停評議会を設立している。また MoFALD は調停評議会や MoLJPA、NGO
との合同会議を 2014 年 7 月に開催し、その際に発表された『ナガルコット宣言』により MoFALD
によるコミュニティ調停の主導的な実施が明確化されている。そして、2015 年 9 月に公布され

た新憲法においても、紛争の解決策としてコミュニティ調停が記載されている。よって、プロジ

ェクトの優先度・必要性は高い。 
 

【日本の対 ODA 援助政策との整合性】 
わが国は「対ネパール連邦民主共和国：国別開発協力方針」（2016 年 9 月）において、四つの

重点分野のうちの一つとして「ガバナンス強化及び民主主義の基盤制度づくり」を掲げ、「対ネ

パール連邦民主共和国事業展開計画」（2016 年 9 月）において協力プログラム「民主化プロセス

の促進プログラム」を設定し、移行期にある連邦民主共和制を進めるため、ガバナンス能力向上・

コミュニティの能力強化及び人材育成・法整備支援及び選挙支援等を通じてその基盤となる制

度づくりを支援している。したがって、プロジェクト実施の整合性はある。 
 

【アプローチ】 
地方政府の行政サービスとして、コミュニティ調停を取り扱うアプローチは司法制度へのア

クセスが制限されている、孤立した・不利な立場にあるコミュニティにとって紛争解決へのアク

セスを促進させてきた。 
 

３－３－２ 有効性（予測） 
有効性：やや高い 

連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進むなかで取り組むべき活動などが残されているの

で、有効性を現時点で評価することは難しい、あるいは時期尚早である。しかしながら、連邦制へ

の移行や地方自治体の再編成前に想定して PDM 指標を作成したことから、連邦制の着実な実施に
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より各行政機関の役割が明確になる。また再編された期間による決定などが進むことが想定され

るため、指標の達成及び達成の見込みがあり（ロードマップの作成を除く）、有効性はやや高いと

評価できる。 
 

【外部条件の変更による影響】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進むなか、新設された行政区及び市の事務所、新し

い地方行政官の人事制度の決定及び配置が遅れているため、現在は既存の地方行政官を臨時的

に配置するという措置が講じられており、多くの地方行政官のポストが空席あるいは複数ポス

トの兼務状態となっている。また、地方政府の役割が明確に確立されておらず、地方行政制度の

変革に伴い、コミュニティ調停のための予算措置も変化している。これまでは MoFALD が予算

管理して DDC から VDC レベルに直接配分することができた。一方で、連邦制度への移行と地

方政府の再編後は各地方自治体が直接予算を配分することになる。つまり予算の決定は地方自

治体に委任されることになり、コミュニティ調停に関する予算措置に関しては地方自治体の承

認が必要になる。 
 

３－３－３ 効率性 
効率性：中程度 

本プロジェクトに対する日本側・ネパール側の投入は、以下に記載された阻害要因が発生した期

間においては、計画通りの執行が困難であった。状況が改善され、ネパール国内の情勢に合わせて

調整を行ってきた結果、量や質とも現状を反映して適正な活用がされていた。しかし、政治状況が

不安定ななか、投入のタイミングは、外的要因によるところが大きく、投入された資源が投入量に

見合う成果に結びついているとはいえない。 
地方行政再編及び地方選挙による影響を合わせると、プロジェクトは実質 1 年にもわたる期間

に及んで、特に地方における活動が制限されていた。これらの阻害要因への対策に関してプロジェ

クトは MoFALD のコミュニティ調停実施に関わる高いオーナーシップを促進させるため MoFALD
と協議を進め、代替案の策定、（「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」の正式承認に先

立った）「地方自治法」案及び「コミュニティ調停モデル法」案の策定支援、地方選出議員に対す

る研修の準備、行政改編後の調停データ管理に関わる現状把握ワークショップの開催等）、先を見

越した対策の準備を講じてきている。 
 

【阻害要因：国境封鎖】 
ネパールでは 2015 年 9 月に新憲法が制定されたが、憲法の内容に反対するタライ地方の一部

マデシ勢力により激しい反対運動が起こり、これに付随してインド国境が事実上封鎖され、ネパ

ール全国で燃料や物資が極度に不足した。そのため、プロジェクトのベースライン調査は 31 郡

での聞き取り調査を予定していたが、現地での聞き取り調査が物理的に不可能な状態となった

ので、電話聞き取りや 2 次データの収集に変更して対応した。再委託をした NGO は現地でのネ

ットワークを活用してできる限りデータを集めることができたものの、すべてのデータを集め

ることができなかった。しかしながら、2016 年 3 月以降に国内での燃料供給が回復して以来、

それまでの活動の遅延を取り戻すべく、2016 年 3 月に第三国研修・MTOT の実施、ベースライ

ン調査の完了など、プロジェクト全体の活動は順調に進捗し始めた。 
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【阻害要因：地方選挙及び地方行政再編による影響】 

2017 年 5 月と 6 月に実施が発表された地方選挙準備のため、MoFALD から 2017 年 3 月以降の

地方におけるプロジェクト活動の休止要請があった。そのため、計画中であったモラン郡 Rangeli 
Municipality の調停研修が延期されている。さらに、ネパールガンジでの 17 郡での SDO に対す

るオリエンテーションは、地方公務員のストライキや地方選挙準備のために延期になっている。

また、LGCDP II の地方での活動も休止となり、SDO へのオリエンテーションを実施した郡で、

コミュニティ調停基礎研修の実施を休止した郡も多々存在する。 
地方行政再編の影響については、2016 年 6 月に第 1 回 JCC が実施されたあと、ネパールの地

方行政再編や地方選挙の実施等の一連の動きに合わせ、PDM と本プロジェクトの活動の見直し

を繰り返し行ってきた。また、2017 年 8 月に開催された第 2 回 JCC において、新行政区及び地

方行政システムの変化に対応した内容の PDM を正式に改訂を行うことで対応した。 
 

【貢献要因：プロジェクト運営上における工夫】 
MoFALD と緊密に連絡・確認を取ったうえで、「コミュニティ調停支援状況マッピング」や各

種研修教材等、プロジェクトの成果品をタイムリーに製本・出版し、関係者に配布することで、

コミュニティ調停関係者の間での「MoFALD/COMCAP II の成果品」の認知を高め、事実上の標

準規格として認知してもらうことを図っている。また、移行期・過渡期における段階的なコミュ

ニティ調停の全国普及シナリオの提示・試行を検討している。 
 

３－３－４ インパクト（予測） 
インパクト：判断は困難である 

連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行中であることから、現時点において上位目標の

達成見込みについては、現行の指標からみる限り判断することは困難であり、長期的なインパクト

についてもその発現を推定するのは時期尚早と考えられる。しかしながら、上位目標の達成に向け

た中央政府レベル及びコミュニティ・レベルでは正のインパクトが確認された。 
 

【中央政府レベル】 
政策・法律の整備面でインパクトが発現している。COMCAPフェーズ1の実施過程で、MoFALD

は地方開発にコミュニティ調停が有用であると認識し、LGCDP にコミュニティ調停を組み込ん

だ。また、コミュニティ調停の制度化のために、プロジェクトが支援し、MoFALD が作成した

「地方自治法（2017 年）」案及び「コミュニティ調停モデル法」案、「コミュニティ調停実施手続

き（ガイドライン）」案は地方政府がコミュニティ調停を実施するための基礎となる法案やガイ

ドラインである。よって、コミュニティ調停がネパール政府の政策・法律・制度面での位置づけ

が明確にできていることを意味し、プロジェクトがもたらした正のインパクトである。 
 
【プロジェクト実施によるコミュニティへのプラスの影響】 

プロジェクト対象地域において、コミュニティ調停活動を実施する前は、紛争事案の一方が勝

者（Win）、一方が敗者（Lose）という構造になっており、敗者の感情としては納得していないの

で、同じような紛争が再び起こる傾向が強かった。コミュニティ調停は、コミュニティの構成員
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から選定された調停人による紛争当事者間の合意形成を支援するため、活動の成果として、紛争

事案を Win-Win の関係で解決することが期待できる。そのため、両者の人間関係が再構築され

再び同じような紛争が繰り返されることを防ぐ効果がある。また、紛争の内容が軽微なうちに解

決されるので、大きな問題へと発展することがなくなった。その結果、コミュニティに話し合い

で解決するという雰囲気が生まれ人々の融和や平和的な環境の醸成に役立っている。また、紛争

事案がタイムリーにお金をかけずに解決できることが普及の成功要因として挙げられた。ケー

ススタディとして二つの事例（マホタリ郡・シンズリ郡）を以下に記載する。 
 

【ケーススタディ 1】 

テーマ：宗教のお祭り/共同社会/コミュニティの指導者 

紛争登録情報 

年 郡 地域 紛争内容 属性 

2013 マホタリ郡 農村 宗教祭 グループ 

紛争情報 

 ジェンダー 年齢 民族 職業 人間関係 

紛争申し立て者 グループ N/A イスラム教徒 N/A 隣人 

紛争申し立てられ者 グループ N/A ヒンドゥー教徒 N/A 隣人 

紛争概要 

マホタリ郡の同じ村落開発委員会（VDC）に住むイスラム教徒とヒンドゥー教徒は異なる文化にも関わらずお互

いに良好な関係を維持していた。イスラム教徒は毎年「ダーハ」と呼ばれる祭りがあり、ヒンドゥー教徒は「ジャ

ンダ」と呼ばれる祭りを毎年「マンシル」月に開催する伝統が存在する。イスラム教徒は 3 年後先まで祭りの開催

日を固定している。例えば、「ダーハ」を催す日が「マンシル」月に 3 年間当たった場合、4 年目は 1 カ月早くお祭

りを開催することになる。これを「カルティク」と呼ぶ。このようにして、2013 年はイスラム教徒の「ダーハ」が

「マンシル」月のある 1 日に決まった。また、ヒンドゥー教徒も「ジャンダ」を前年と同じ日に計画した。イスラ

ム教徒とヒンドゥー教徒は同じ場所で祭りを開催する（VDC の事務所前にあるオープンスペース）。 

偶然にもイスラム教徒の「ダーハ」とヒンドゥー教徒の「ジャンダ」が同じ日に開催されることになり、お互い

のコミュニティはその日に祭りを開催することを主張し合い、大きな紛争の噂が村人の間で流行し始めた。コミュ

ニティの指導者は紛争解決のために話し合ったが、和解には至りそうもなかった。 
JICA の COMCAP によりコミュニティ調停人が育成され、この VDC ではコミュニティ調停サービスが開始され

ていた。3 名の訓練された調停人チームは、イスラム教徒のコミュニティから 1 名、ヒンドゥー教徒のコミュニテ

ィから 1 名、コミュニティ調停センターから任命された 1 名で構成されている。イスラム教徒とヒンドゥー教徒に

よる話し合いのあと、コミュニティ調停人は調停のための会議を開催することを決定した。そこで、お互いのコミ

ュニティの司祭者が招集され、両者の祭りを祝う文化について説明を求めた。コミュニティ調停人はお互いの文化

に対する知識が豊富だったため、文化に起因するような紛争はコミュニティ調停人によって解決され、人命や財産

の損失を防ぐことができた。コミュニティの人々は今でも調停人の働きに感謝している。 

調停過程 

 紛争申し立て者 紛争申し立てられ者 

両者の立場 

（調停前） 

・この祭りは、我々の祭りの中でも

も素晴らしいものである。この

祭りは 2 日間開催される。今年は

・「ジャンダ」は少なくとも、「マンシル」月に 5 日

は祝う。もし我々がこの祭りを祝わなければ、神

（主）のハルマンは怒るだろう。そして村人は不
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「マンシル」月の 5 日目に開催さ

れ、毎年この場所で祭りを行って

いる。 

・我々はこの場所で決まった日に

「ダーハ」を祝う。さもなければ、

我々の宗教は破壊され、神（主）が

怒るだろう。 

・ヒンドゥー教徒はこれまで決して

反対しなかったが、今年はなぜ彼

らが異議を唱えているのかわから

ない。 

幸を経験するだろう。我々は、毎年この場所で「ジ

ャンダ」を祝っている。 

・彼らの「ダーハ」と我々の「ジャンダ」はこれま

で決して同じ日に開催されたことはなかったし、

紛争が発生したこともない。これらの問題は「ダ

ーハ」側に起因するものであり、今年は「マンシ

ル」月に宣言された。 

利害 

・イスラム教徒の指導者は、ヒンド

ゥー教徒の指導者に対して「ジャ

ンダ」の延期を要求した。なぜな

ら「ジャンダ」の祝賀日は固定さ

れていないが、「ダーハ」の祝賀日

は固定されているからである。 

・我々は彼らが祭りを祝うということに反対はしな

い。しかし、我々も前年と同様にこの場所で「ジ

ャンダ」を祝う必要がある。 

調停後の合意形成 
・ヒンドゥー教徒の指導者たちは、「ジャンダ」の祝賀日を延期することで合意した。なぜ

なら「ジャンダ」の祝賀日は固定されていないが、「ダーハ」の祝賀日は固定されている

からである。 

調停後のインパクト 

潜在的に、これら二つのコミュニティ間の宗教と文化に基づく深刻な共同体の紛争は、コミュニティ調停人を通

じて平和的に解決され、人命と財産の喪失を防いだ。 コミュニティの人々は、調停人の仕事に感銘を受け今日に

おいても彼らの貢献に感謝している。 

 
【ケーススタディ 2】 

テーマ：家族/金銭/警察 

紛争登録情報 

年 郡 地域 紛争内容 属性 

2013 シンズリ郡 農村 金銭 個人 

紛争情報 

 ジェンダー 年齢 民族 職業 人間関係 

紛争申し立て者 男性 60 超 ジャナジャティ 前インド会社社員 義理の父 

紛争申し立てられ者 男性 50～59 ジャナジャティ 農家 義理の息子 

紛争概要 

紛争申し立て者（義理の父）はシンズリ郡の村に住む 80 歳の男性である。彼はアッサム社インドの社員で、イン

ドに赴任する前に同じコミュニティに住む女性と結婚し娘を授かっている。彼はインド滞在中にも再び結婚したが、

二人の妻は亡くなり、彼の娘は 12 年前に結婚した。 

彼は 20 年後インドから集落に戻り、彼の義理の息子（紛争申し立てられ者）とシンズリ郡の同じ集落に暮らすこ

とになった。彼が集落に戻ると、義理の息子は義理の父を支援し、郡の本店に銀行口座を開設し 6 万ルピーを頭金

として入金した。それから彼は集落に親戚もおらず財産もなかったので、義理の息子の家で暮らし始めた。彼は竹
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工芸を織り、コミュニティの人々に売りながら生計を立てた。約 5 年後、彼は義理の息子と一緒に郡の銀行本店へ

行き、預けていた 6 万ルピーを引き出すことを求めた。そして彼らはすべての預金と利子を合わせた全額を集落に

持ち帰った。彼は義理の息子の家の金属箱の中にすべてのお金を保管した。そして、彼は必要に応じてこの金属箱

の中からお金を取り出していた。しばらくして、彼が金属箱の中のお金を数えると残金額が、彼が予想していたよ

りもはるかに少ないことに気づいた。それから彼は、彼の娘と義理の息子がお金を使い込んだに違いないと考え、

二人を問いただしたが、彼らはお金を使い込んではいないと答えた。彼は二人を非常に疑い深く思い、地元の警察

に訴状を提出した。地元の警察はこの紛争を解決しようと試みるが、努力は無駄に終わった。それから、彼は補償

金を得ようとこの紛争をネパール共産党（マオイスト）に持ち込み、何度も話し合いますが解決には至らなかった。

その後、彼は再び地元の警察に訴状を提出した。この頃には、両当事者間の人間関係は損なわれていた。 

その間、JICA の COMCAP の支援によって「コミュニティ調停センター」が彼の VDC の中に設置された。彼は

コミュニティ調停人が紛争を解決してくれることを知り、VDC の事務所内に設置されたコミュニティ調停センター

に紛争登録をした。彼は調停人リストの中から彼の好きな調停人を 1 名選出し、コミュニティ調停センター（村開

発委員会）が他の関係者と調整し、その他の調停人も彼に選出させ、遂に三人目の調停人も配置された。この事案

は、調停プロセスを通じた初めての紛争解決だったため、地元の人々は結果について固唾を飲んで見守っていた。

選出された 3 名の調停人と両当事者間の調整により、コミュニティ調停センターで行われる調停の日にちが決定し

た。両当事者の説明により全体の状況を知ったあと、調停人たちは二つの問題に取り組むための話し合いを促しま

した：一つ目は金銭問題に関する紛争の解決、二つ目は両当事者間の人間関係の再開である。 

調停過程 

 紛争申し立て者 紛争申し立てられ者 

両者の立場 

（調停前） 

・お金が義理の息子の家に保管され

ていたため、彼お金を盗ったに違

いない。 

・義理の息子は失われたお金を返済

するべきだ。 

・私は彼のお金だと認識していなかった。義理の父が

すべてのお金を使い切ったのではないだろうか。 

・私は義理の父のお金を盗っていないので返済する

つもりはない。 

利害 

・私は既に高齢であり、生計を維持

するためのお金が必要である。 
・私は義理の父の世話をする人が誰もいないことを

理解している。もし、義理の父が食料を探し回るこ

とがあれば、気分は良くない。そのため、義理の父

は私たちと生計を共にし、私が義理の父の世話をす

る。私は、生計を維持するためにお金の管理をする

ことがないよう求める。 

調停後の合意形成 

両者は合意に至った。主な合意のポイントは以下のとおりである。 

・紛争申し立て者は失われた疑いのあるお金について再び問題を提起しない。 

・紛争申し立てられ者は義理の父の食事・住居・医療に関する世話を行う。 

・紛争申し立て者が元気なうちは竹工芸を織り、コミュニティの人々に販売しながら引き続

き生計を立てる。彼が働くことができなくなった際は、義理の息子の家に戻る。 

・両当事者はお互いに良好な人間関係を維持する。 

調停後のインパクト 

紛争申し立て者（義理の父）は義理の息子を受け入れ、将来的に彼が世話をしてくれるという決定を聞き、とて

も幸せな気持ちになった。また、義理の息子は長期間に及ぶ紛争が解決でき、とても幸せな気持ちになった。今後、

義理の父は積極的に行動するだろう。また、コミュニティの人々も、隣人の間での紛争が解決されたことに幸せを

感じ、両当事者及びコミュニティの人々は、調停人の技量や調停プロセスを高く評価した。 
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３－３－５ 持続性（見込み） 
持続性：中程度 
【政策・制度面】 

今後、「地方自治法」が国会で制定後、フェーズ 1 から継続して支援している「コミュニティ

調停実施手続き（ガイドライン）」案が MoFALD で承認される予定である。これによりコミュニ

ティ調停の法的・制度的な位置づけ及び行財政的な手続きも明確になり、持続性が確保される見

込みである。しかしながら、コミュニティ調停を含む調停は地方政府の所管業務となり、「コミ

ュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案の採否は、各地方政府に委ねられている点に留意

する必要がある。一方で、プロジェクトの支援により調停人を育成する講師用カリキュラムが策

定され、調停評議会で承認された。これにより全国で統一されたカリキュラムを使って調停人講

師の育成が可能になるなど、制度的な持続性の見込みは高い。また、コミュニティ調停は、裁判

所までの距離、弁護士費用を考慮するとコミュニティの住民にとって活用しやすい方法であり、

MoFALD が作成した「地方自治法」の草案は疎外された人々の司法へのアクセスを確保するた

めに、コミュニティでの紛争を行政区のコミュニティ調停センターが取り扱うこと、コミュニテ

ィ調停センターが調停できない事案に関しては各市の司法委員会（Judicial Committee：JC）へ報

告されることが提案されている。以上のような MoFALD によるこのような制度設計により、各

地方政府によるガイドラインの採択、そしてコミュニティ調停の活用促進が期待され、それらに

より政策面での持続性が保たれると予測される。 
しかしながら、連邦制への移行期において、地方行政においてコミュニティ調停に係る運営体

制がまだ確立しておらず、過渡期及び移行期後の実施体制に関して更なる検証が必要である。ま

た、地方行政官に対する更なる能力研修が組織の持続性を確保する際の課題として挙げられる。 
 

【財政面】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行するなか、コミュニティ調停人への研修費用

やコミュニティ調停センター建設費用等の財源は地方政府の代表者（市長・副市長・市議員）の

権限によって決まるので、彼らのコミュニティ調停に対する理解を深めることで財政面での持

続性を確保されることが期待される。移行期においては、MoFALD が主導する形でオリエンテ

ーション等を全国で実施するべく予算を確保していく予定である。ただし、自治体によってコミ

ュニティ調停センターの設置状況等が異なるため、各市への対応も異なってくる可能性に留意

する必要がある。さらに、多くのコミュニティ調停人はボランティア（無償）で活動しており、

経済的インセンティブはコミュニティ調停活動を継続的に行うための重要な課題として挙げら

れている。 
 

【組織面】 
連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行するなか、MoFALD の役割は関連法案及び戦

略の策定、モニタリング、地方政府に対する技術移転を行うことであり、プロジェクトにおいて

技術移転されたコミュニティ調停に関する知識やノウハウは今後も活用される見込みが高い。

その一方で、プロジェクトで開設したコミュニティ調停センターは VDC 事務所内に設置されて

いたため、行政区分の再編により VDC も分断され、VDC 事務所に設置されていたコミュニティ

調停センターの責任範囲も分断・統合されることになった。そのためコミュニティ調停人は居住
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しているが、コミュニティ調停センターが物理的にないという地区が多数存在している。そのた

め、コミュニティ調停センターが地域に根づくには再度新たな行政区分ごとにコミュニティ調

停センター設置や調停人の数等の見直しが持続性を確保するうえで必要となる。 
 

【技術面】 
MoFALD は今後もコミュニティ調停の実施・普及を進めることを想定し、プロジェクトとと

もに現在準備中のコミュニティ調停の実施に関わる一連の法律を基に、長期的にプロジェクト

成果の活用を法的に担保しようとしている。つまり、MoFALD によって現在準備中のコミュニ

ティ調停の実施に関わる一連の法律が可決されれば、プロジェクト成果の持続性が法的に担保

されることに貢献する。しかしながら、コミュニティ調停を含む調停は地方政府の所管業務とな

り、「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案の採否は、各地方政府に委ねられている

点に留意する必要がある。また、連邦制への移行及び地方自治体の再編成に伴い、全国で 753 に

及ぶ地方政府が誕生する。よって、地方政府の市長や議員へのオリエンテーションを通じたコミ

ュニティ調停への理解促進（コミュニティ内の正のインパクト発現事例等）、地方行政官に対す

る研修等通じた技術移転と能力向上、調停人を定期的に育成していくための仕組みづくりと実

施機関が今後の課題として挙げられる。 
 
３－４ 効果発現に貢献した要因 
３－４－１ 実施プロセスに関すること 
【MoFALD のオーナーシップ】 

2017 年 3 月以降の地方行政改編によって、郡・村レベルの地方行政官の間では混乱が見られ

るが、MoFALD のコミュニティ調停実施・促進に対するオーナーシップは確固たるものがあり、

今後もコミュニティ調停の全国普及を MoFALD が主導していくという方針を明確にしている。

例えば、早くから地方選挙によって選ばれた代表者に対するコミュニティ調停に関するオリエ

ンテーションに必要性を認識し、既に 3 カ所（第 3 州、第 4 州、第 6 州：合計 560 名）を対象に

コミュニティ調停の説明を積極的に実施している。 
 

【調整メカニズム】 
「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案に関するコンサルテーション会議（2016

年 4 月）、調停評議会セミナー（2016 年 5 月）等の会議の開催支援を通じて、コミュニティ調停

関係者間のネットワーク構築を支援した。 
 
【モニタリングメカニズム】 

コミュニティ調停事案データベースついては、2016 年 5 月以降に MoFALD 内で今後コミュニ

ティ調停の実施・普及に関わる業務を担当する組織として「コミュニティ調停事務局」を設置す

る準備が進み、プロジェクトからも調停関連データ管理を主体とした IT 整備支援を行うことで、

この事務局の設立と今後の自立発展的な運営をサポートしている。 
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３－５ 問題点及び問題を惹起した要因 
３－５－１ 実施プロセスに関すること 

2017 年 3 月に地方行政再編及び地方選挙の日程が発表され、郡の地方行政官は一連の準備に対

処するため地方出張が禁止され、プロジェクトで計画していた郡行政官対象の研修の実施ができ

なくなった。成果 3 のほか、成果 4（特に調停活動のモニタリング＆評価）、成果 6（広報）に関し

ても進捗に支障が出た。 
 

３－６ 結 論 
コミュニティ調停を制度化するために、日本人専門家の支援の下で MoFALD が作成した「コミュ

ニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案は地方政府がコミュニティ調停を実施するための基礎と

なるものであり、 も大きな成果の一つである。「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案

は MoFALD が主導し、同様のプログラムを実施しているすべての開発パートナーと調整して準備さ

れたものであり、プロジェクトのフィールドレベルでの経験や教訓を基に作成された。さらに、

MoFALD は「地方自治法」案による紛争解決手段を明確にするため、「コミュニティ調停モデル法」

案を策定し始めた。 
本プロジェクトでは、コミュニティ調停センターにて紛争調停を扱うことのできる 97 名の調停人

を育成した。その結果、話し合い及びお互いの利益を尊重して問題を解決する雰囲気が生まれ人々の

融和や平和な環境の醸成に役立っている。そして、コミュニティ調停は地域開発活動を助長する環境

づくりに貢献している。さらに、本プロジェクトではコミュニティ調停人を育成するための TOT 等、

コミュニティ調停人育成のための仕組みの構築に取り組んでいる。 
その一方で、連邦制への移行及び地方自治体の再編成が進行中であることから、終了時評価の時点

でプロジェクト目標及び上位目標の達成度を判断することは困難であり、時期尚早である。また、「地

方自治法」の施行に伴う連邦制の下で、コミュニティ調停のメカニズムが機能するかは重要課題の一

つとして残されている。 
地方自治法に沿ったモデル法及びガイドラインが策定されたあと、この制度的枠組みに基づいて

内容を再整理したうえで、研修を実施していく予定である。また、再編された行政機関の役割も考慮

し、レポーティングシステム（データ管理）の再構築も必要となるため、関係者と協議する必要があ

る。行政の再編及び選挙により、新たにコミュニティ調停に関わる行政関係者へのオリエンテーショ

ンは急務となっている。これまで制度的枠組みの策定に対して助言を行ってきた本プロジェクトが、

活動期間を延長して制度化への貢献してくことは重要である。具体的には、MoFALD によるオリエ

ンテーションへの助言及び実施、データ管理体制の構築など、実施体制の強化を通して、持続性を確

保することが必要である。 
一方で地方自治法の制定など制度的枠組みが承認されなければ、活動内容の整理ができないため、

延長決定のタイミングについては留意しなくてはならない。 
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第４章 提言と教訓 

４－１ 提 言 
連邦制導入に伴い、MoFALD の役割は政策決定、監督、モニタリング、ファシリテーション、地方

自治体の組織育成等に限定される見込みであることから、調査団は MoFALD に対して（1）～（4）
を、JICA 及び MoFALD に対して（5）を提言する。 
 
（1）ロードマップ（アクションプラン）の策定と共有 
  今後 MoFALD が実施時期や活動などを含んだ計画を、関連機関や、地方自治体、開発パートナ

ーに対して共有することは、コミュニティ調停に係る共通理解をもち、関係者が政府の政策と一

貫性のある活動によって、コミュニティ調停を拡大するうえで有益である。 
 
（2）コミュニティ調停サービスの質、持続性の確保 
  コミュニティ調停サービスの質及び持続性を確保し、コミュニティに平和と調和をもたらすう

えで、「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案のドラフトに以下を包含することを提

案する。 
・長期的に、LGCDP/COMCAP や他ドナーが設置したコミュニティ調停センターや今後設立される

コミュニティ調停センターにおける整合性を確保する（予算の仕組み、コミュニティ調停センタ

ーの役割や地方自治体との関係性を含む）。 
・コミュニティ調停関連予算の確保と責任機関の明確化される（コミュニティ調停センターの設

置・運営費、研修費、調停人の手当を含む）。 
・調停人選定においてクライテリア、プロセス、考慮されるべき項目の改善がなされる。コミュニ

ティからの信頼がなければ調停人はその責務を担うことが難しく、同時に調停結果に対する信

用にも関わる課題となっている。したがって、調停人の選定に透明性を担保することによって、

適切な人材が確保され、地域におけるコミュニティ調停の活用に貢献できる。 
・調停人育成研修のカスケード方式の仕組みが構築され責任機関が明確される。 
・新たな地方政府組織化におけるレポーティング及びモニタリングの仕組みの構築がなされる。 

 
（3）LGCDP/TSNGP/SNGP 及びコミュニティ調停活動 
  LGCDP / Transition to Sub National Governance Programme（TSNGP）/ SNGP はコミュニティ調停

サービスの拡大において重要な役割を担うことから、LGCDP/TSNGP/SNGP あるいはその後継案

件の継続及び同案件へのコミュニティ調停拡大に係る活動が含まれることを提案する。 
 
（4）司法委員会のモニタリング 
  MoFALD が、司法委員会が効果的かつ包摂的な調停解決を行うことを確保し、地方政府レベル

における問題解決メカニズムの弊害を防止するために同委員会の活動をモニタリングすることが

期待される。 
 
（5）活動及びプロジェクト延長検討に係る提案 
  「地方自治法」法案が可決後、プロジェクトの活動に以下を含めること及びプロジェクト期間
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の延長を検討することを提案する。本提案は 終化前に両機関で更なる見当が必要である。 
・地方分権・行政再編及びコミュニティ調停サービスに対する影響に係る情報の収集・分析 
・「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」の運用に向けた支援：専門家チームは、研修の

仕組み、コミュニティ調停センターの位置づけ、モニタリング・レポーティング体制、コミュニ

ティ調停人の選定、予算配分体制について MoFALD に支援を行う。必要に応じて同手続きの改

定が行われる。 
・地方行政官、政治家、調停人用の教材の作成・更新：専門家チームは、MoFALD と連携して、「地

方自治法」「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」に基づき、オリエンテーション及び

トレーニングに必要な教材の作成・更新を行う。 
・コミュニティ調停に係る MoFALD のアクションプラン（ロードマップ）への支援：専門家チー

ムは、コミュニティ調停サービスの全国展開に向けたアクションプラン（ロードマップ、ガイド

ライン等の配布、オリエンテーション、地方政府の組織育成を含む）への必要な支援を行う。専

門家チームは、MoFALD が行う関連政府機関やドナー会合の支援も行う。 
・MoFALD が実施する政治家向けのオリエンテーションへ参加 
・市レベルでのコミュニティ調停モデルケース実施：専門家チームは、MoFALD 及び市がパイロ

ット市においてコミュニティ調停が機能するべく、モデルケースの実施を行うことを支援する

（例：Sunkoshi G.P.）。パイロットについて、専門家は市や行政区が主導するコミュニティ調停セ

ンターの設立やモニタリング・レポーティング、ソーシャルマーケティング（広報・普及啓発活

動）等の活動に対し必要な支援する。また、司法委員会とも必要な調整を行う。 
・既存コミュニティ調停センターが存在する対象行政区における人員育成：専門家チームは、既存

のコミュニティ調停センターが存在する対象行政区において、 低 6 名のコミュニティ調停人

育成とともに、必要に応じて地方政府職員の育成を支援する。 
・ソーシャルマーケティング（広報・普及啓発活動）：専門家チームは対象行政区において、行政

区職員に対し、ソーシャルマーケティング活動及びコミュニティ調停センター活動のモニタリ

ングの強化支援を行う。 
・ベストプラクティス及び教訓：MoFALD 及び専門家チームは、対象地域におけるベストプラク

ティス及び教訓を収集する。専門家チームは、コミュニティ調停の制度化に向け必要な提言を行

う。 
・エンドライン調査の実施 
 

４－２ 教 訓 
（1）ステークホルダーとの調整 
  プロジェクト期間を通じて、コミュニティ調停に関連する MoFALD や他ドナーなど多様なステ

ークホルダーとの調整が行われた。これにより、多様なステークホルダーの意見を集約した「コ

ミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」のドラフトが完成した。加えて、プロジェクトにお

いて作成されたマッピングは、MoFALD がドナー支援の全体像を把握できるとともに同様の支援

を行うドナー間での重複を避けることにも寄与した。また、支援がなくコミュニティ調停が実施

できない地域を把握することができるため、全国普及に向けての計画策定にも有効である。 
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（2）政策へのフィールドレベルの教訓の反映  
  政策レベル及びフィールドレベル双方への支援を通じて、コミュニティ調停人のトレーニング

システムやコミュニティごとに異なるコミュニティ調停サービスなどフィールドレベルの教訓が、

政策レベルでの意思決定に貢献した（例：「コミュニティ調停実施手続き（ガイドライン）」案、

地方自治法案、コミュニティ調停モデル法案などの策定手続き）。 
 
（3）平和と調和をもたらすための重要な要素 
   調停人の選定、トレーニング内容の標準化、調停人規則の制定がコミュニティ調停サービスの

質を確保するための重要な要素となり、これによりコミュニティ調停サービスを通じて平和と調

和がもたらされる。 
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第５章 平和構築の観点からの考察 

５－１ 本プロジェクトを取り巻く環境及び意義 
ネパールでは二度の民主化運動及び 11 年にわたる内戦を経て、封建制の払拭と多民族社会を軸と

した連邦共和制へ向けた国家の再構築プロセスが進行中である。本プロジェクトは、その核となる新

憲法の制定が主要政党間の対立で難航する状況下でスタートした。プロジェクト開始半年後には新

憲法が交付されたものの、タライ地方では憲法制定プロセス及びその内容に対する不満を背景に抗

議運動が展開され政治・治安状況が不安定化した。プロジェクトの終盤近くになり地方自治体が再編

され、実に 20 年ぶりに地方選挙の実施や地方自治法の制定が行われるなど連邦制への移行に向けた

舵が切られた。 
このような流動的な状況下、本プロジェクトは住民間の些細なもめごとを政党間またはコミュニ

ティ間等の対立へと発展させず、行政とコミュニティの協力・連携によるコミュニティ自らが紛争を

解決する仕組み及び制度をつくることを目標とする。コミュニティの紛争管理能力を高めることは、

移行期ならではの脆弱な政治・社会的状況に対するコミュニティのリジリエンス強化の意義をも有

する。 
 
５－２ 地方におけるコミュニティ調停の役割 
コミュニティ調停による紛争解決は、プロジェクト対象地域において地域社会に次の三つの影響

を与えていることが確認された。 
（1）民間の些細な争いを早期に解決することで紛争の拡大を回避。 
（2）紛争当事者間の合意により双方が納得できる解決に至るため、合意が持続し、再発の回避にも

貢献。 
（3）公的機関へのアクセスが困難といわれている人々〔貧困層、ジャナジャティ（先住民）、ダリッ

ト（不可触民）、周縁地域住民〕の紛争解決手段へのアクセスを促進。 
 
さらに注目すべき点として、調停人による調停活動や啓発活動が、少しずつであるものの、当事者

間の関係修復から、村人間の相互扶助や宗教的協力事例の増加、新しい価値観の醸成といった社会変

化を生み出してきたことが挙げられる。また開発事業を実施しやすい環境づくりに貢献していると

の声も聞かれた。住民間の争いの根源には、昔から代々続く怨恨、差別意識及びそれに伴う強者によ

る弱者抑圧があると指摘されてきたため、このような変化は紛争解決において重要であるといえよ

う。 
こうした影響や変化の背景には、紛争解決手段としてのコミュニティ調停の特徴が挙げられる。公

的司法機関が証拠を元に法律と権威をもって紛争解決の「結論」を提供するのに対し、コミュニティ

調停は当事者に紛争解決に向けた「プロセス」を提供する。そしてコミュニティの価値観と当事者の

合意をもって結論が見出される。 
一方コミュニティ調停の限界としては、扱える紛争が限定されること、調停の結論及び合意事項の

履行が任意ベースであり強制力をもたないことである。合意に至らない場合、または合意事項が遵守

されない場合の司法機関への訴訟オプションが確保されていることも重要性をもつ。これまでコミ

ュニティ調停では解決されなかった事件が、その後裁判所・警察で争われている例や逆に警察（集落

警察ポスト）からコミュニティ調停に持ち込まれるケースが多くあることが確認されているが、裁判
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所・警察とコミュニティ調停の間に公式なリファラルシステムが存在するわけではない。コミュニテ

ィ調停の制度化が進められるなかで、紛争解決制度のなかでの位置づけや司法機関・法執行機関との

連携の在り方についても引き続き議論が必要であろう。またコミュニティ調停は非公開であるため

プロセスが不透明になる恐れがあり、調停人の倫理やルールが遵守されないと弱者にとって不公平

な結果を生むリスクがあることは否めない。ゆえにコミュニティ調停の制度化を促進するうえで、研

修の質の確保、調停人の選定、調停ルールの徹底、第三者によるモニタリングが重要であることを強

調したい。 
 
５－３ 移行期のプロジェクト運営について 
本プロジェクトは上述のとおり連邦制への移行及び地方行政の大再編によりプロジェクトの前提

条件が大きく変化するなか、難しい運営を迫られてきた。そのようななかでも、プロジェクトによる

対応のうち、特筆すべき点としては以下の三つがあげられる。 
第一に、法案の起草・政策策定支援ニーズへの積極的対応である。国の枠組み自体が連邦制へと移

行するなかで、政策担当官庁である MoFALD はコミュニティ調停に関する法・政策を次々と更新し

ていく必要性に迫られ、随時対応してきた。第二に、コミュニティ調停支援を実施しているドナー及

びその実施者である現地 NGO との関係維持及び情報交換である。この横の繋がりこそが法案の起草

や政策策定においてアセットとなった。第三に、地方行政再編による旧 VDC を拠点としたコミュニ

ティ調停センターへの影響に関する情報収集・整備（マッピング）である。同情報が MoFALD によ

る政策や計画の検討においても活用される結果となった。 
終了時評価時点では、連邦制移行関連法が未制定であり、移行後に、コミュニティ調停に係る体制

がどうなるかはっきりしていない。一方、中央政府の機能が連邦制移行後も一定規模で残ることや、

関連法の制定の見込みが評価調査期間中に把握できたことから、連邦制移行への対応に必要な期間

や活動を本プロジェクトへの提言として取りまとめた。しかし、関連法成立後、活動の更なる見直し

を行う必要性が生じる可能性もある。 
 
５－４ コミュニティ調停の必要性 
プロジェクトフェーズ１開始時の仮説は、憲法や基本法が整備されると紛争解決メカニズムとし

てのコミュニティ調停の役割は段階的に縮小し、公的司法機関が果たすべき領域が拡大するという

ものであった。しかしながら当面移行期が続くこと、また公的な司法機関及び法執行機関のある郡レ

ベルへのアクセス問題、貧困層・脆弱層のニーズにかんがみると、今後も当面の間、現行のコミュニ

ティ調停制度の需要があることは確かであることが確認された。 
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第６章 団長/総括所感 

６－１ 本プロジェクトの成果 
本プロジェクトの先行案件（フェーズ 1）は、日本の無償資金協力により建設されたシンズリ道路

沿線の 2 郡（シンズリ郡、マホタリ郡）における紛争管理能力の向上をめざしたプロジェクトであっ

たが、フェーズ 1 の成果に着目したネパール政府（MoFALD）は、「コミュニティ・レベルでの紛争

管理能力向上は今後の地方開発における重要課題である」として、コミュニティ調停を国家の社会的

サービスと位置づけ、全国に拡大することをめざし、本プロジェクトを要請するに至った。本プロジ

ェクト開始時点では、10 年以上にわたってドナー及び現地 NGO がコミュニティ調停を推進してきた

ものの、それぞれのドナーが独自の仕組み、研修方法を採用し、ドナーによっては地方自治体とはパ

ラレルに実施している状況にあった。他方で、MoFALD が中心となって『ナガルコット宣言』が起

草され、MoFALD は、コミュニティ調停に係る調整、研修計画・実施・評価等を主導することにな

っていて、コミュニティ調停の全国展開に向けた MoFALD の体制強化が焦眉の急であった。 
このような状況のなかで、本プロジェクトにおいては、MoFALD 主導の下、各ドナー及び現地 NGO

とも調整しながら、現場レベルでの実践結果を反映した研修カリキュラム・教材、コミュニティ調停

実施手続き（ガイドライン）案等を作成するとともに、コミュニティ調停のモニタリング体制の確立

等 MoFALD 自身のキャパシティ向上を図ってきた。これらは、各実施機関によりバラバラに実施さ

れてきたコミュニティ調停が、MoFALD 主導の下、均一の質をもって全国普及することに資する取

組であり、本プロジェクト実施による 大の成果であるといえる。 
 
６－２ 政策官庁を実施機関とした技術協力プロジェクトの実施 
本プロジェクトの C/P 機関である MoFALD は、地方行政の実施に必要な法・政策の整備、人材育

成、監督・モニタリングを実施する政策官庁であり、実際のサービスデリバリーの実施機関は各地方

自治体である。MoFALD のなかで C/P と呼べるのは担当の自治局（Self Governance Division）の局長、

課長、職員の 3 名だけである。コミュニティ調停の全国展開に向けた C/P のコミットメントは高く、

それゆえ本プロジェクトが要請されたわけであるが、他方で、コミュニティ調停は彼らの業務の一つ

にすぎず、技術移転の受け手として多くを期待するのは困難である。 
そのため、本プロジェクトにおいては、対象 5 郡での活動についても極力 C/P を巻き込みながら実

施するのみならず、ガイドライン・研修教材の作成、マスタートレーナーの育成、コミュニティ調停

モニタリング事務局等 MoFALD が全国展開をするのに必要なリソース整備をサポートしてきた。連

邦制の実施及び地方自治体の首長選出に伴い、各地方自治体に対する MoFALD の指導的立場が限定

的になり、コミュニティ調停の全国展開に向けた MoFALD の関与の度合いも限定的になるとの可能

性は捨てきれないものの、本プロジェクトのアプローチは、直接の実働部隊をもたない機関において

技術協力プロジェクトを行う場合の一つの有効な方法といえるのではないか。 
 
６－３ 連邦制におけるコミュニティ調停  

2015 年 9 月に制定された憲法により、ネパールは連邦・州・地方の 3 層の政府からなることとな

り、コミュニティ調停を含む調停は地方政府の所管業務となることが明確に規定された。また、2017
年 5 月以降実施された 20 年ぶりの地方選挙により、長らく存在していなかった地方自治体の首長が

選出され、地方自治体の所掌業務に関する政令・規則等は MoFALD ではなく地方自治体自身が決定
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することになるとともに（MoFALD ができるのはモデル法制定まで）、地方自治体においてコミュニ

ティ調停推進の任を担うステークホルダーとして、地方自治体の役人に加えて首長を始めとする地

方政治家が加わった。それに加えて、憲法制定に伴い、約 3,400 あった地方自治体が 753 に再編され、

旧地方自治体ごとに 1 カ所設置されてきたコミュニティ調停センターは新地方自治体の下にある

6,680 の区ごとに設置されることになった。 
かかる状況のなかで実施された終了時評価の結果は、「地方自治体の再編前に検討された指標はお

おむね達成（もしくは達成見込み）であるものの、連邦制への移行及び地方自治体再編成が進むなか

で取り組むべき活動が残されているので、有効性・インパクト・持続性の判断は時期尚早」との結論

になっている。プロジェクト終了まで 1 年を切るなかで、プロジェクトの前提条件が大きく変わり、

本プロジェクトも大きく軌道修正を余儀なくさせられた形である。しかしながら、連邦制の実施は端

緒についたばかりであり、コミュニティ調停を含む地方自治体の業務の実体化に向けて今後さまざ

まな取組が行われるはずであること、かつコミュニティ調停の全国展開に向けた MoFALD のコミッ

トメントは高いことから、この機会をとらえてコミュニティ調停の制度化に向けた対応を矢継ぎ早

に打つことが肝要であると考える。 
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